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 議   事 

午前10時   開議 

○委員長（藤田慶則君） おはようございます。 

 開会前に申し上げますが、新型コロナウイルス感染症対策のため、会議中はマスクを着用願います。

委員長においても、マスク着用のまま議事を進行します。 

 出席委員は、定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を始めます。 

 これより、総務企画部門に係る令和５年度予算の審査を行います。予算の関係部分の概要説明を求

めます。 

 二階堂総務企画部長。 

○総務企画部長兼ＩＬＣ推進室長（二階堂 純君） それでは、当部に関わります令和５年度一般会

計及び奥州市バス事業特別会計の歳入歳出予算について、主要施策の概要により、主なものをご説明

いたします。 

 初めに、現状と課題について申し述べます。 

 さきの施政方針演述において、市長が触れましたように、市が直面する最も大きな課題は、人口減

少問題です。 

 奥州市に魅力を感じ、将来に希望を抱くことのできるまちづくりを推進するためには、若い世代が

重視する就職、医療、教育の環境といった分野に、今後どれだけ未来投資ができるのかを具体的に示

し、実現していく必要があります。 

 昨年は、この答えを出すために、市長直轄プロジェクトを設置し、地域医療の奥州市モデルの検討、

小さな拠点づくりのモデル地区の設定などに取り組んでまいりました。 

 令和５年度では、こうした活動をより組織的なものにするため、総務企画部を政策企画部と総務部

に分割し、政策企画部の中に未来羅針盤課を設け、喫緊の課題解決や各種プロジェクトの推進に取り

組んでまいります。 

 また、総合計画に掲げる人口プロジェクトを具体化するため、奥州市まち・ひと・しごと創生総合

戦略の各施策の実施と併せ、江刺フロンティアパークⅡへの立地企業の雇用者対策を通じた定住人口

の増加や胆沢ダム周辺エリアのグランドデザイン策定を通じた交流人口の拡大に向けた取組を推進し

てまいります。 

 人口減少問題に関しては、地域の公共交通に関わる施策との連携も不可欠でございます。令和５年

度は、第３次奥州市バス交通計画の最終年度であり、計画の総仕上げを行うとともに、デジタル活用

等の新たな視点を取り入れた後継計画の策定を進めてまいります。 

 次に、都市プロモーションの推進についてです。 

 ウィズコロナ、アフターコロナの機運が高まりつつある中で、時代に即した効果的なプロモーショ

ン手法を模索していく必要があります。紙媒体での広報の充実や各種イベントでの売り込みはもとよ

り、ホームページのリニューアルや「ぽちっと奥州」、ＳＮＳを通じた情報発信など、デジタル媒体

を積極的に活用した広報活動の強化を進めてまいります。 

 同時に、これまで知られていない地域資源の掘り起こしや、オンラインイベントの実施、市民、特

にも若年層をターゲットにした情報発信など、インターネットを核としたプロモーション活動に取り

組んでまいります。 
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 最後に、デジタル戦略の推進についてです。 

 社会全体のデジタル化が加速する中、自治体においても柔軟かつスピーディーな変革が求められて

おります。市でも、奥州市ＤＸ全体方針等に基づき、行政手続のオンライン化によるサービス向上や

事務の効率化、デジタルディバイド対策など、各種の取組を進めてまいります。 

 以上のような課題認識の下、令和５年度において当部が重点的に取り組む施策や事業について、主

要施策の概要により説明をいたします。 

 初めに、主要施策の概要３ページ、広報事務経費ですが、広報おうしゅうの発行、奥州エフエムを

活用した情報発信、市公式ホームページのリニューアル、総合アプリケーションの運営等、行政情報

を市民に広く周知するための経費として4,690万7,000円を計上しております。 

 次に、６ページ、政策調整事務経費のうち、寄り添う奥州会議プロジェクト推進事業経費ですが、

政策アドバイザーの業務委託料や関係者等との協議、関係情報の収集のための経費として178万2,000

円を計上しております。 

 次に、同じく６ページ、政策調整事務経費のうち、奥州ふるさと応援寄附事業ですが、ふるさと納

税制度の下、奥州市の特産品を寄附者への返礼品としてお送りし、奥州市の魅力発信を図るとともに、

寄附額の拡大を図るための経費として６億6,000万円を計上しております。 

 次に、７ページ、政策調整事務経費のうち、総合戦略事業の地方創生包括連携推進事業ですが、包

括連携協定企業、協働のまちづくりアカデミー修了生などの参加によるワークショップ「ＴＮＧＲ

（つながる）」の開催、ワークショップで出されたアイデアの事業化の実践に係る経費として247万

円を計上しております。 

 次に、７ページ、地域振興事業経費ですが、未来投資枠として衣川地域における農産物や森林資源

を活用した振興を目的として、地域おこし協力隊を任用する費用として1,394万2,000円を計上してお

ります。 

 次に、同じく７ページ、地域振興事業経費ですが、当市の伝統工芸品である鋳物産業、南部鉄器の

後継者育成を主な目的に、地域おこし協力隊を任命する費用として1,158万9,000円を計上しておりま

す。 

 次に、８ページ、ＩＬＣ推進事業経費ですが、国際リニアコライダーＩＬＣ計画の東北誘致実現に

向けて、ＩＬＣ誘致に係る要望及び調査協力、ＩＬＣ国際化推進員による英語での情報発信、講演会

などを実施するための経費として709万5,000円を計上しております。 

 次に、同じく８ページ、少子・人口対策事業経費ですが、移住応援サイトの運営、移住支援員の配

置、県及び県内市町村が運営するいきいき岩手結婚サポートセンターの登録料の２分の１補助など、

本市への移住・定住の促進及び結婚支援の取組を進めるための経費として1,137万3,000円を計上して

おります。 

 次に、16ページ、地域情報化推進事業経費ですが、従来からの江刺地域及び衣川地域で整備してい

る光ファイバーケーブル等や、市内20か所に設置している携帯電話基地局用光ファイバーケーブルな

どの安定運用を図るための維持管理経費に加え、テレビ共同受信施設組合への助成、高齢者デジタル

サポーター育成講習会開催経費として１億6,866万円を計上しております。 

 次に、18ページ、19ページ、交通運輸事業経費ですが、生活バス路線の維持、公共交通空白地域及

び不便地域を解消するためのコミュニティバス等の運行費補助、バス交通計画に基づくバスと地区内
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交通による新たな交通ネットワークを構築する経費として、総合戦略事業と合わせ１億5,339万7,000

円を計上しております。 

 次に、147、148ページ、未来投資枠事業経費ですが、来年度新たに総合計画実施計画に、新規性、

発展性のほか、将来的に収入増加や経費節減、業務改善が見込める事業を行う経費として、未来投資

枠を設けたものであり、７億5,746万5,000円を計上しております。 

 内訳として、寄り添う奥州プロジェクト事業に7,705万1,000円、未来投資額分として総合戦略事業

に２億7,649万5,000円、将来的に収入増加や経費削減、業務改善が見込める事業に４億391万9,000円

を計上しております。 

 最後に、149及び150ページ、地方版総合戦略事業経費ですが、奥州市まち・ひと・しごと創生総合

戦略に掲げる基本目標の達成に向けた事業展開を行う経費として、４億764万3,000円を計上しており

ます。 

 内訳として、安定した雇用と新しい産業の創出に１億4,306万5,000円、出会いを通じた結婚支援、

子育て環境ナンバーワンへに１億2,774万8,000円、体験を通じた新たな奥州ファンの開拓に8,364万

1,000円、地域愛の醸成と、安心・安全に生活できる個性豊かな地域社会の実現に5,318万9,000円を

それぞれ計上しております。 

 なお、未来投資枠事業及び総合戦略事業につきましては、各事業の目的・内容に応じた予算科目で

の予算化計上となっていることから、個別の事業内容につきましては、それぞれの事業担当課よりご

説明申し上げます。 

 以上が、当部所管の令和５年度予算の概要でございます。よろしくご審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○委員長（藤田慶則君） これから質疑に入りますが、質疑は要点をまとめ、簡潔明瞭にご発言いた

だき、審査の進行にご協力をお願いいたします。また、正確に答弁をいただくため、質問者は質問事

項のページなどを示していただきますよう、ご協力をお願いします。 

 なお、執行部側にお願いいたします。答弁する方は、委員長と声をかけて挙手していただき、委員

長が指名してから発言願います。 

 これより質疑に入ります。 

 ３番菅野至委員。 

○３番（菅野 至君） ３番菅野至です。 

 資料の主要施策の概要の６ページにあります政策調整事務経費の中の５番になります都市プロモー

ション課分のシティプロモーション推進事業に係るところで、この中に動画コンクールなどの開催に

よりというところがありますけれども、この動画コンクールなんですけれども、これまでも長く開催

されているようなんですが、どれぐらいの応募があって、これまでどのような活用をしてきたのかと

いうところと、あとは今後、奥州市の魅力を市内外にＰＲすると記載ありますけれども、どういった

形で動画コンクールの動画を活用していくかということをお伺いしたいと思います。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） お答えを申し上げたいと思います。 

 まず、動画コンクール、昨年度から開催をいたしまして、昨年度16件ですかね、応募がございまし

て、５件の入賞作品を決定したというところでございます。 
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 昨年度、活用としましては、市のホームページでの公開、それから、今議会の中継のところで休憩

時間に放送させていただいております。それから、イベントに合わせまして、銀座にありますいわて

銀河プラザの大型ビジョンでの放送、それからあと、前沢イオンにありますデジタルサイネージ、そ

ちらのほうでも今放送をさせていただいているというところでございます。 

 今年度も実施しておりますけれども、今年度、若干期間を昨年度よりも延ばしておりますし、動画

の時間も従来は30秒から１分というところを１分から２分というふうな形でさせていただいておりま

したが、今回の申込みというか応募が９件という形になってございまして、実は昨日からですかね、

ユーチューブでの審査を開始したところですが、残念ながらちょっと１件、応募要項に著作権等の関

係がございまして、一応今回の審査対象８件ということで進めさせていただいております。 

 今後の活用の話ですけれども、先ほどお話をしましたように、いずれ市のホームページであります

とか様々な機会を捉えて、そちらの動画作品を皆さんに見ていただきながら、奥州市のＰＲを進めて

いきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） ３番菅野至委員。 

○３番（菅野 至君） ３番菅野至です。 

 イベント等とか、あとそれぞれの拠点のところで放映されているというところだと、銀河プラザの

ほうでも使われているということでなんですが、内容を確認させていただいたんですけれども、すご

くいい動画だなと思いましたので、今後もっと広い範囲で、奥州市のＰＲに使っていただければなと

いうふうに思います。その辺の所感、所見をお伺いして終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） 委員おっしゃるとおりだと思います

ので、機会を捉えて、奥州市のＰＲに活用させていただきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） ９番小野優委員。 

○９番（小野 優君） ９番小野です。 

 今の動画コンクールについて、関連でお伺いいたします。 

 今、実施されている、配信されている場所のご説明もありましたし、応募件数のお話もありました

けども、私としては、せっかく若い世代に作成をしていただいているということがありますので、こ

れから配信する、発表する内容等も含めて、奥州市の魅力をどのように広く発信していくかというと

ころを、せっかく高校生と連携協定を結んでいるわけですから、ぜひ奥州市の情報発信の取組とか、

そういったところを、高校生らしい視点を生かしたというところも今後活用していただきながら、こ

の動画コンクールにプラスアルファの部分で取り組んでいっていただけたらなと思うんですけども、

この点について、お考えをお聞きいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） ありがとうございます。 

 そもそもこの動画コンクールの発端が、高校生からそういった形で動画で市の魅力をみたいなお話

があったことからスタートした経緯もございますので、委員お話しのとおり、今回連携協定を市内の

高校さんとも結ばせていただいておりますし、今後そのアプリの関係でも、これから連携を深めてい
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くということになりますので、市内の高校さんと連携をしながら、市の魅力発信に努めてまいりたい

というふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 22番阿部加代子委員。 

○22番（阿部加代子君） 22番阿部加代子です。 

 ２点お伺いをいたします。 

 主要施策の８ページ、少子・人口対策事業経費の２の移住支援事業について、主要施策16ページの

６番にありますデジタル活用支援事業についてお伺いをいたします。 

 まず、主要施策８ページの少子・人口対策事業経費の移住支援事業なんですけれども、この事業、

以前からされておりまして、東京圏からの移住者への補助というところでございますけれども、この

成果について、どのようにまとめられているのか、また、今後見込める効果について、どのようにお

考えになっているのかお伺いしたいというふうに思います。 

 それから、主要施策の16ページの６番のデジタル活用支援事業のところですけれども、デジタル媒

体の推進を行っていきますと、デジタルディバイドの解消をしっかりしていかなければならないとい

うことで、この事業が行われているわけですけれども、まず、サポーターの数をどのように今後広げ

られていくのか、お伺いしたいというふうに思います。 

 また、特に高齢者でありますとか、障がい者の方々がスマホを保有していただいて、市からの情報

をしっかり受けていただくということが一番重要だというふうに思いますけれども、この辺、福祉と

の関係もありますが、スマホの保有数をどのように広げていくのか、お伺いをしたいというふうに思

います。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） お答えをいたします。 

 まず、移住支援金の成果ということでございますが、昨年度はこの移住支援金の対象になった方が

１件という形でございましたが、令和４年度につきましては、一応今の見込みとして４件、単身世帯

で４件という見込みでございますので、補助金としては、件数としては上がっているということには

なりますが、やはり先ほどお話があったように、この補助金は東京圏からの移住ということに限られ

ておりますので、なかなか件数的には上がっていかないというところは事実でございます。 

 それから、効果ということでございますが、先ほどお話もしましたように、いずれその件数として

は伸びているというところはそのとおりでございますし、流れとして、今回の特徴としましては、テ

レワークによる移住が今回２件ほど対象になってございますので、今後そういった形での移住が増え

ていくのではないかなという期待はしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 佐々木デジタル戦略室主幹。 

○デジタル戦略室主幹（佐々木雅巳君） デジタル活用支援事業につきまして、２点ご質問をいただ

きました。 

 まず一つ目ですが、デジタルサポーターについて、現状の数と今後の数どうなるかという部分でご

ざいますが、本年度、衣川地域におきまして、高齢者デジタルサポーター育成講習会を行いまして、

４地区からそれぞれ４名ずつ受講していただきまして、16名の方に高齢者デジタルサポーターとして
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認定を行っております。 

 来年度、令和５年度につきましては、本年度衣川地域で行いました講習会と同じような形で、水沢、

江刺、前沢、胆沢の４地域において講習会を開催する予定で考えております。各地域とも２名から４

名のサポーターを育成する予定で考えております。 

 それから、２点目のスマホの保有者についてでございますが、現状としてはスマホに不慣れな方に

対しての対策は、先ほど申し上げたとおり取っている状況でございますが、持っていない方について

も、このデジタル社会、取り残されない部分では大切なことだと考えておりますので、他の自治体の

事例等も研究しながら、検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 22番阿部加代子委員。 

○22番（阿部加代子君） 22番阿部加代子です。 

 再質問させていただきます。 

 まず、移住支援事業の件ですけれども、中小企業における人材不足にも対応したいということで、

移住支援と。東京圏からの移住者への補助ということで絞られておりますけれども、これ、もう少し

拡大をされるとか、あとは企業振興のほうとも連携をしながら、若い方の移住を進めるというところ

で、例えば奨学金の返済とかにも対応していくとか、もう少し幅を広げていかれれば、人数も増えて

くる、件数も増えてくるのではないかと思われますけれども、この点の考えについてお伺いしたいと

いうふうに思います。 

 それから、デジタル活用支援事業ですけれども、今後そのサポーターがどんどん増えていくわけな

んですけれども、やはり大体使用できる機器自体が持っていないと使えない、また、デジタルディバ

イドになってしまうというところがありますので、福祉との連携も図りながら、スマホの保有台数も

増やしていく、そういう受け手を増やしていくということにも注視をしていただければというふうに

思いますけれども、お伺いして終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） お答えをいたします。 

 まず、中小企業への人材確保という部分でございますが、この補助金の要件に移住対象、市移住支

援金対象法人への就職というようなことも一つの要件となってございますので、そういった形の登録

を増やしていくということが、市内での人材の確保につながっていくのかなということもありますの

で、その辺は連携をしながら進めてまいりたいというふうに思います。 

 それから、東京圏以外への対象の拡大ということでございますけれども、前々からこれお話しして

おりますとおり、国の事業ということで、東京圏以外の拡大ということは、現時点ではなかなか難し

いということでございますが、それ以外の市独自の補助金という部分につきましては、先ほどお話が

ありました企業誘致との関係で、市の移住・定住対策の全体の中で判断をしてまいりたいというふう

に思います。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 佐々木デジタル戦略室主幹。 

○デジタル戦略室主幹（佐々木雅巳君） それでは、阿部加代子委員の２点目のご質問にお答えいた

します。 
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 デジタルを活用する上で、スマホ等の使える機器を持ってもらうことがやっぱり重要だと考えてお

ります。 

 現状、状況も調べながら、福祉サイドとも連携しながら、今後研究してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 18番 野富男委員。 

○18番（ 野富男君） 18番 野富男です。 

 その移住支援の関係でございます。 

 昨年ということなんですか、それとも今年でもいいですが、移住者は何名おられるのかという点と、

例えば東京圏以外の部分については、今回、工業団地フロンティアパークⅡの雇用対策の中で考える

というふうに受け取ったんですが、これは具体的にどちらで、戦略室っていいますかね、で進められ

るのか、商工サイドで、それは県との連携は取られているのか、その点についてお伺いをいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） 居住の実績についてお答えを申し上

げたいというふうに思います。 

 まず、制度等を活用して移住された方、12月末現在で移住支援金の対象者が２名、それから、空き

家バンクの活用が５名ということで、一応７名というふうな格好にはなってございます。 

 それから、昨年からその転入時に、窓口でのアンケート調査による移住者の把握ということも併せ

て進めております。こちらが１月末ですかね、262名という格好になっております。主には宮城県、

それから、東京、神奈川というような順番で移住者の状況はそういう状況になっております。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） それでは、企業誘致との関連での移住

対策ということで、ちょっと状況をご説明したいと思います。 

 ご承知のとおりフロンティアパークⅡ、今度できるということで、これから今造成やっていますけ

ども、それに向けた庁内の内部で会議を持って、検討をいろいろ進めていました。まだ結論もちろん

出ていなくて、こうするという方針が決まっているわけではないんですけども、少なくとも誘致企業

に就職されてくるという方々に対して、直接補助金を出すというような方向では、ちょっと今のとこ

ろは、そこまでの話にはなっていないんですけども、まずはその住んでもらうところが今ちょっとな

いと。一遍に大量の人が来るとなれば、住んでもらう場所がないので、まずはそこを何とかしなきゃ

駄目だということで、住環境の整備ということに力をまずは入れたいなと。その受入れを整えて、ほ

かに逃げられないようにと、言葉は悪いんですけども、ぜひ奥州市に住んでいただけるような形で、

まずは住環境の整備を整えていきたいということで今検討を進めているという状況でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 18番 野富男委員。 

○18番（ 野富男君） 実は、この間の総務常任委員会で、移住された方々と懇談した際、今、特に

奥州市については、東京、首都圏の対象になっているんですが、東京圏以外の移住者に、やはり同程

度の支援をしていただきたいというご意見ありました。それと、そのお試し移住もぜひ取り組んでい

ただきたいという要望がありました。 
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 これらを今ご答弁ですと、あくまでもフロンティアパークⅡに雇用される方々を対象に考えていく

というふうに私、受け取ったんですが、今伺いますと262名の移住者がいるわけですから、現在、移

住されて、不足している施策についてご意見がいただいたのを先ほど述べたわけですが、その点につ

いては、今度の新しい政策企画課で、トータル的に力を入れられるのかどうか、その点お伺いをして

終わりたいと思います。言っている意味は分かりますか。 

 結局、首都圏から来た移住者については手厚い支援はあるんですが、それ以外の移住者については、

ほとんど見受けられないということを言われています。その一つには、まず、お試し移住に対する支

援をしてくださいと。それと、今のところその国の政策については、60万円、100万円の支援あるわ

けですね。これを東京圏以外に対しても、独自の支援があればというご要望があったんですが、それ

らについては、今後検討していただければありがたいんですが、その辺の見通しについてお伺いして

終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） まずはその補助金の拡充ということで、

首都圏だけだよというところです。これ国策として、結局は地方に移住を促すという意味は、首都の

一極集中、これを避けたいという国の思惑があっての本制度であります。地方から地方への移転まで

となると、結局は取り合いになってしまって、これが果たしてよいのかというのもちょっと検討の余

地があると思っておりました。 

 なので、補助金ももちろん出せば出したで、出したほうがいいのかもしれませんけれども、そこは

少し慎重に考えていきたいというふうに思っております。 

 それから、もう一つがお試し移住の関係につきましては……、まずは以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） そのお試し移住の件について、お答

えをしたいというふうに思います。 

 今月、実は今の地域おこし協力隊の募集の関係で、実際に協力隊を希望される方々に、実際にこち

らに来て、フィールドワークをしていただきました。その際に、２日間にわたって行ったわけなんで

すけれども、実は２日目に市内の様々な住環境でありますとか、あるいは買物の状況とか、様々な面

を体験していただきました。やっぱりその中でこういうのは非常にありがたいというようなお話もい

ただいておりましたので、その辺も含めて、今度はそのお試し移住のほうに生かしていきたいという

ふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 二階堂総務企画部長。 

○総務企画部長兼ＩＬＣ推進室長（二階堂 純君） 重複があるかもしれませんが、私のほうからも

お話ししたいと思います。 

 今、課長答弁したとおり、補助金あれば本当にいいということでございますが、これどこまで補助

金を拡大すればいいのかということは、総合的に考えなきゃいけないということでございますし、移

住支援、移住施策といってもやっぱ補助金だけではないということで、やはり住環境、医療も教育も

含めた環境を整える、そういったことにもやはり投資していかなければいけない。そういうことを総

合的に勘案して、検討していきたいというふうに思います。 
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 それから、あと移住者からの意見ということで、やはり足りないところがあるんではないか、ある

いはお試し移住もという部分について、こちらでも独自に移住された方々をお招きして意見交換して

おります。これからも継続的にそういった意見を聞きながら、進めてまいりたいというふうに思って

おりますので、その辺踏まえて、これからの進め方、検討してまいる予定でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） 17番千葉敦です。 

 今の点で、東京圏以外からという場合は、もうどうしても慎重にならざるを得ないという答弁でし

たけど、いや、かえってこういったところにこそ、未来投資枠のところを使って、ほかの大都市圏か

らの移住も促進するというのは重要ではないかなと思いますが、その点を伺います。 

○委員長（藤田慶則君） 二階堂総務企画部長。 

○総務企画部長兼ＩＬＣ推進室長（二階堂 純君） 繰り返しになりますが、総合的にいろんな施策

があるという中で、どれを優先事項にするか、この辺の判断が必要になってこようかと思います。そ

こも含めて、ご意見を踏まえて検討してまいりたいと思います。 

○委員長（藤田慶則君） 11番千葉和彦委員。 

○11番（千葉和彦君） 11番千葉和彦です。 

 １点だけ私はお聞きします。 

 予算書78ページ、企画費の地域振興事業経費の中の地域おこし協力隊支援業務委託料について、お

伺いいたします。 

 今回、これ、地域おこし協力隊を募集して、それを支援していくという委託料かというふうに存じ

上げますが、どのような内容、どの範囲までといいますか、どんな内容を支援していくのかについて

お伺いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） お答えを申し上げます。 

 委託料の件でございますが、いずれ議会の政策提言も様々いただいておりましたけれども、今回は

中間支援組織を活用しながら、隊員の生活面のサポートも含めて支援をしてまいりたいということで

ございます。 

 具体的なそのミッションにつきましては、それぞれの受入団体のほうで対応はしていただきますけ

れども、隊員の生活でありますとか、ご相談とか、そういった形の支援をしてまいりたいというふう

に考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 11番千葉和彦委員。 

○11番（千葉和彦君） ありがとうございました。 

 これまで本市における地域おこし協力隊、孤立化してしまってあまりうまくいかなかったという案

件もあったものですから、それでこの中間支援組織の方、会社の内容、ちょっとよく分からないから

ですが、今、課長のほうから生活の面とか、その辺まで支援するんだよという話しされましたが、協

力隊員同士、今回衣川と南部鉄器のほうということですが、やはりミッションをこなしていくために、

それぞれ悩みとかあると思うんで、その悩みの解決のほうまで相談に乗ってくれるのか。これまで担
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当部局のほうで、その仕事を担っていたと思うんですが、専門的に行っていただけるのかどうかにつ

いてお伺いします。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） お答えを申し上げます。 

 いずれ当然、相談には乗っていただくわけですけれども、当然市としましても、具体的な生活全般

まで困ったことに関しては、相談に乗っていきたいと思いますし、やはり今回隊員を複数採用します

ので、やはり隊員間同士の意見交換というか、コミュニケーションも当然必要だと思いますので、そ

の辺も含めて、市としましても対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 11番千葉和彦委員。 

○11番（千葉和彦君） ありがとうございます。 

 ぜひ、その業務委託料の下のほうに募集業務委託料というのもあるんですが、地元、多くの市民の

方々にこの地域おこし協力隊、これから取り組む内容も定期的に情報発信していただいて、認知度を

上げていただくような業務支援もぜひお願いしたいと思います。お考えをお聞きして、私の質問を終

わります。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） お答えを申し上げます。 

 今回４年ぶりに地域おこし協力隊の募集をするということでございますので、市民の皆さんも、大

変期待をされているのかなというふうに思いますので、この辺は広報等を使いながら、その協力隊の

皆さんの活動をご紹介しながら、市民の皆さんにも周知を図ってまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 18番 野富男委員。 

○18番（ 野富男君） 18番 野富男です。 

 おおよそは分かりますが、５年度の協力隊の総数４名ですか、３名ですか。人数、ひとつお教えい

ただきたいと思いますし、この中間支援組織ですが、もう既に確定していると思いますけど、この

方々は役所のどこかにその席を設けるんですか。それとも、市内のどこかに事務所を開設して、隊員

のサポート、支援をされるのか、その点、お伺いをいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） 令和５年度の協力隊の隊員の件でご

ざいますが、鋳物産業につきましては、これから選考を行いますので、それによって人数が確定をし

ます。 

 それからあと、衣川地域につきましては、現在募集中でございます。３名ということで募集中でご

ざいますので、今の時点では、まだ来年度の隊員の人数というのは確定をしていないというところで

ございます。 

 それから、中間支援組織でございますけれども、こちらはまだ業者さんは決まってございません。

これから選考する形にはなります。 

 それから、その支援の仕方ということでございますけれども、基本的には役所の中ではなくて、個

別に事務所を設けていただいて、そちらのほうからの支援というような格好に考えているものでござ
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います。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 18番 野富男委員。 

○18番（ 野富男君） 再度その中間支援組織について伺いますが、当初、協力隊の募集に当たって

のミッションとか、そういう詳細について委託をすると。引き続き中間組織として対応するというふ

うに伺ったんですが、そうしますと、中間支援組織をこれから公募か何か改めてするということです

か。ちょっとその辺、この中間支援組織をどのように、どういう形で決めて、いつからそういう体制

が整うのか、その点についてお伺いします。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） お答えを申し上げたいと思います。 

 中間支援組織のやり方として、そもそものミッションの構築から中間支援組織、そもそもの募集か

ら携わって隊員を募集して、そのあと中間支援をするという形もございますけれども、今回は募集業

務ということに限って、まずは業者を選定して募集をしたところでございますので、今回は改めてそ

の中間支援につきましては、再度募集というふうな形で進めてまいりたいというふうに考えてござい

ますが、いずれ隊員の着任までには、中間支援組織の体制を整備いたしまして、支援に当たってまい

りたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 12番高橋晋委員。 

○12番（高橋 晋君） 12番高橋晋です。 

 ３点お聞きしたいと思います。 

 主要施策の３ページ、広報事業経費のホームページに関連して、それから、同じく広報事業経費の

市民生活総合支援アプリ「ぽちっと奥州」に関連しまして、それから、予算書の89ページ情報化推進

経費に関わって質問したいと思います。 

 まず一つ目、ホームページですけども、新年度に更新する予定となっているというふうなお話でし

たけども、その進捗状況について、お伺いいたします。 

 それから、二つ目、「ぽちっと奥州」ですけども、新年度はＬＩＮＥとの連携を図ると、市長の施

政方針演説でも示されておりましたけども、その詳細についてお伺いしたいと思います。 

 それから、令和３年度の決算審査の中で、情報化推進計画をつくるというふうなお話をいただきま

したけども、その進捗状況はどうなっているのか、お伺いいたしたいと思います。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） ２点ご質問いただきました。 

 まず、ホームページの関係でございますが、来年度リニューアルするということで、現在の進捗状

況というところでございますが、募集をしましたところ、２社から応募をいただきまして、外部の有

識者も含めた審査会を開きまして一次審査を行い、さらには２月13日にプレゼンテーションを含む二

次審査を行いまして、受託候補者を決定したというところでございます。 

 様々なアンケート結果を踏まえて、より情報を検索しやすい方法でありますとか、それから、スマ

ートフォンで見やすいデザイン等々、改めてご提案をいただいておりますので、今後10月の更新、リ

ニューアルに向けて移行作業を進めていくという形になります。 
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 それから、２点目「ぽちっと奥州」とＬＩＮＥとの連携というところでございます。 

 ＬＩＮＥ、使っているユーザーの方が非常に多いということもございまして、「ぽちっと奥州」と

連携をさせることによりまして、情報提供の機会を増やしてまいりたいというふうに思っております。 

 具体的には、ＬＩＮＥのメニューのほうに「ぽちっと奥州」のアカウントを促すメニュー表示が可

能となりますほか、アプリに必要な情報を登録していただくことによりまして、その情報に基づいて、

必要な情報をＬＩＮＥのほうにも送ることができるというようなことになります。 

 それから、ＬＩＮＥを連携することによりまして、「ぽちっと奥州」にしかない機能、例えばレポ

ートですとかごみのイベントカレンダーなども、ＬＩＮＥで情報提供が可能になるというところでご

ざいますので、引き続きそういった形でアプリのほうの登録者も増やしてまいりたいということでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 佐々木デジタル戦略室主幹。 

○デジタル戦略室主幹（佐々木雅巳君） それでは、３点目の情報化推進計画の状況について、お答

えいたします。 

 情報化推進計画というお話でございましたが、形としては、ＤＸ推進計画というような名前で考え

てございます。これについては、令和５年度のできるだけ早い時期に策定したいと考えております。 

 本年度、外部に委託いたしまして、各部署の課題の洗い出しとか、ヒアリングなどを通じまして、

今後のＤＸの進め方をまとめる予定でございますので、その結果を基に、来年度計画策定を進めたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 12番高橋晋委員。 

○12番（高橋 晋君） それでは、再質問したいと思います。 

 ホームページですけども、前に更新したときに芝桜の検索しても、全然引っかからないというふう

な事例がありまして、我々も何回か質問した覚えがありますけども、その点どのように対応するのか。

それからあと、そのことを事前に市民のほうに伝える対策等、何か検討しているのか、お聞きしたい

と思います。 

 それから、「ぽちっと奥州」ですけども、例えば既にもうインストールしている方に対して、その

ＬＩＮＥとのつながりというのをどのようにお知らせするのか、そちらのほうもお知らせいただきた

いと思います。 

 それから、ＤＸの推進計画のほうは分かりました。こちらできたときには、議会のほうにもぜひお

示しいただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 それから、情報化推進経費に関わってもう一つお尋ねしますけども、施政方針で示された民間から

のデジタル人材の登用に関して、具体的な内容についてお伺いしたいと思います。その人材に対して、

どんな業務や、役割、効果を想定しているのかをお伺いしたいと思います。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） お答えを申し上げたいと思います。 

 １点目のホームページの件ですけれども、委員お話しのとおり、前回更新をリニューアルした際に、

なかなか検索してもヒットしないというようなことがお話がございました。 
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 この点については、ちょっと今回のリニューアルでも、全ては解決はできないという見込みではご

ざいますけれども、その課題につきましては、市、それから今回の受託候補の業者も、その点は十分

認識をしてございますので、その辺については十分連携をしながら取り組んでまいりたいというふう

に思いますし、市民の皆さんにもその辺につきましては、周知を図ってまいりたいというふうに思い

ます。 

 それから、「ぽちっと奥州」の既にインストールされている方への通知ということでございますけ

れども、ＬＩＮＥ連携につきましては、「ぽちっと奥州」ではプッシュ通知で、今登録されている方

に全部通知することも可能でございますし、あとホームページ、その他の広報等で周知を図ってまい

りたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 佐々木デジタル戦略室主幹。 

○デジタル戦略室主幹（佐々木雅巳君） それでは、デジタル専門人材の登用についてお答えいたし

ます。 

 現在、外部からのデジタル専門人材につきましては、今後の奥州市のデジタルトランスフォーメー

ションを進める上では必要不可欠と考えておりまして、現在、国の地方創生人材制度を活用しまして、

民間企業からの派遣受入れを検討している状況でございます。令和５年度から派遣受入れをしたいと

考えております。 

 この制度につきましては、国に登録している企業の情報を基に、奥州市がどの企業から派遣してい

ただきたいかということを申請しまして、それを受けて、国のほうからこの企業であれば奥州市に派

遣協議可能だよというような案内があります。12月頃から案内のあった企業と協議を進めておりまし

て、まだ継続して協議している状況でございますが、デジタル専門人材については、実際に市役所の

中に入っていただいて、業務改革の実行、それから、デジタル技術を活用した施策の検討、それから、

庁内のデジタル化、それから、デジタル人材の育成などに携わっていただく予定で、週の半分以上は

市役所に勤務していただくような形で考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 主幹、ＤＸ計画の議会への提示はよろしいですか。 

 佐々木デジタル戦略室主幹。 

○デジタル戦略室主幹（佐々木雅巳君） 失礼しました。 

 ＤＸ推進計画の策定に当たっては、議会のほうへの説明もしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） ９番小野優委員。 

○９番（小野 優君） ９番小野です。 

 ただいまの「ぽちっと奥州」、それから、情報化推進、併せてお聞きいたしますけども、先ほどデ

ジタル、すみません、高齢者のサポーターのお話の質問もありましたが、例えばそのサポーターの育

成講座の中で、実際にスマホを使う際に、その中で今話があった「ぽちっと奥州」の導入というんで

すか、もうインストールまでしていただいて、その使い方であるとか、もしくは例えば既にＬＩＮＥ

を使用されている方に対しては、そのＬＩＮＥを活用した上での情報の連動というところまで、今後

指導なさっていくのか、その内容についてお伺いいたします。 
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○委員長（藤田慶則君） 佐々木デジタル戦略室主幹。 

○デジタル戦略室主幹（佐々木雅巳君） それでは、講習会の内容についてお答えいたします。 

 まず、デジタルサポーター育成講習会におきましては、「ぽちっと奥州」のインストール方法と、

さらにＬＩＮＥ等のアプリの使用方法を講座の中でメニューに盛り込んでおります。それを覚えてい

ただいて、高齢者の方々に教えていただくというような形で考えております。 

 なお、来年度から、スマートフォン講習会を全市で展開する予定でございますので、その中のメニ

ューにも、そういったアプリの使用方法等を盛り込む予定で考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 22番阿部加代子委員。 

○22番（阿部加代子君） 22番阿部加代子です。 

 関連してお伺いいたします。 

 デジタル人材の育成のところなんですけれども、市のほうでは人材派遣してもらうということなん

ですけれども、市自体でデジタル人材を育成するという考えはないのか、お伺いしたいというふうに

思います。 

 コロナ禍におきまして、非正規で働く女性が大変減収になったり、失業したりとか、大変困窮する

事態が見えてまいりまして、この機会にデジタル化をしっかり推進していく意味で、人材も不足する

ということも言われておりますので、しっかり市として人材を育成するという考えはないのか、お伺

いしたいというふうに思います。 

○委員長（藤田慶則君） 佐々木デジタル戦略室主幹。 

○デジタル戦略室主幹（佐々木雅巳君） それではお答えいたします。 

 現時点では、具体的にどのようにするか、お答えできるような内容はございませんが、いずれＤＸ

の推進につきましては、当市としても行政のＤＸ以外にも、市民のＤＸ、地域のＤＸ、企業のＤＸと

いうような形で進めていく必要があると考えております。 

 その中では、やはりデジタル人材の育成は重要なことと捉えておりますので、来年度のＤＸ推進計

画の見直しの中で、そういった人材育成の視点を持って検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 倉成市長。 

○市長（倉成 淳君） ただいまのご質問に関連としてちょっとお答えしますが、行政のデジタル化

で今一番重要なのは、2025年までに、いわゆる行政窓口のデジタル化を進めるということなんですね。

それは、国からも予算が入りますけど、これをそれまでにできるかという問題があって、今デジタル

庁としては、アジャイルという考え方を用いようとしています。アジャイルというのは機動力がある

という意味なんですけど、パッケージを用意して、国のほうで、それをもう各市町村で取り入れるよ

うな形にすると。多分そういうことをやらないと間に合わないんですね。 

 それで、デジタル人材というのはいろんな階層があって、先ほど前半部分に話したのは、そのデジ

タル庁の考え方なんかをちゃんと理解した上で、市に導入してくれる人間。そういうのがまず必要で

す。それから、今委員が質問したように、それを実際動き出すときに、ちゃんとオペレーションとい

うか、そのオペレーターとして動かせる人材も必要なんですね。ですから、その階層別にやはりここ

数年間で計画的に育成していくというのは、我々ちょっと取り組みたいというふうに思っています。 
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 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 14番高橋浩委員。 

○14番（高橋 浩君） 14番高橋浩です。 

 私は、主要施策の６ページ、７ページ、６ページの上段１の（２）各負担金等、自転車を活用した

まちづくりを推進する全国市区町村長の会会費等34万2,000円。７ページ中段、ここでは先ほど来、

地域おこし協力隊のところで、いろいろと聞いていたところでしたけれども、また改めて別な視点か

ら質問したいと思います。 

 まず１点目ですが、ここの自転車を活用した地域づくりというところで、会費が34万2,000円計上

されております。過日、地元紙のほうで自転車を活用した市の方針ということで報道されておるとこ

ろでございます。市が結んでおります定住自立圏、金ケ崎、北上、西和賀等と協力して、奥州市では

自転車周遊ルートの設定などに取りかかる旨の報道がされております。 

 政策企画課のほうでは、奥州市では、奥州市だけだったんですね、独自ルートはなかったので、新

たな周遊ルートをつくるというようなことで報道されております。この辺の概要等について、もうち

ょっと詳しくご説明いただければと思います。 

 ２点目の７ページ、総合戦略、失礼しました都市プロモーション課の中段、都市地域からの当市に

生活の拠点を移した方を地域おこし協力隊として委嘱するというようなことが書かれております。 

 先ほど来、ここの地域おこし協力隊については、人数であったりとか、雇用体制であったりとか、

非常に詳しくご説明をされておりました。 

 ここで私が聞きたいのは、都市地域から当市に拠点を移した方を対象にピンポイントで、俗に言う

一本釣りというか、そういう形で募集をかけるのか、それとも広域に都市地域からも募集をかけるの

かというようなところ、ちょっと細かなところですが、どういう採用の仕方を、募集の仕方をするの

か。 

 それとあと、それぞれ３名ということでしたけれども、その３名の方の事業内容、もしその概要等

を説明できれば、お伺いをいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） それでは、私から１件目の自転車の活

用のまちづくりという部分でございます。 

 まず、その自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会会費、先ほど34万2,000円

全体ではあるんですけども、会費の額は１万円ということで、いろんな国内のいろんな事例の情報共

有を図っているというような活動をしております。 

 それで、自転車を活用ということで、奥州市確かにちょっと遅れている部分ございまして、今、注

目されているのが、サイクリングといいますと、いろんな側面あるんですけども、健康づくりである

とか、あとは環境に優しい乗り物であるとか、でもあるんですが、今注目されているのはサイクルツ

ーリズムということで、自転車ルートを設定しますと、自転車の好きな方々が自分の自転車に乗って、

そこの地域にわざわざサイクリングに行くというのがはやっているということです。北上市ではもう

既に100キロコースとかコース設定していますし、西和賀町でも３本だかのコースをつくって、独自

のマップもつくってＰＲしてきたと。そういった背景を踏まえまして、定住自立圏の取組の中で、広

域でこれをサイクリングというものにちょっと着目して仕掛けをつくれば、全国的に見込めるんじゃ
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ないかということで、奥州市のほうでも昨年、今年度からいろいろ内部でルートの検討をしておりま

して、大体そこまとまりましたので、西和賀町、北上通って金ケ崎を通って、そして、胆沢ダムのほ

うに抜けるようなコースで検討しました。その広域のマップを共同で作るというのを、予算としては

商業観光課のほうの予算なんですけども、それの印刷製本費とかそういったものを令和５年度予算化

しているということでございます。 

 令和５年度の取組としては、まずはそのマップ作成はやるのですけれども、あとそれ以外に、例え

ばサイクルステーションの設置であるとか、いろいろ必要な部分が見えてくると思いますので、そう

いったところは順次各注視していきながら、この自転車の活用というものを進めていきたいというふ

うに思っております。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） それでは、地域おこし協力隊につい

てお答えをいたします。 

 まず、都市地域ということで書いておりますけれども、実はその３大都市圏を含む都市地域でも、

中には過疎でありますとか、振興山村というような指定がなっている地域がございますので、そうい

ったところからの移住といいますか、形ではちょっとその地域おこし協力隊の要件に該当しないとい

うようなところもございますので、ここは都市地域とは書かせていただいておりますけれども、中に

はそういった要件があるということが一つございますので、いずれその地域おこし協力隊として、そ

れぞれ対象になる、ならないというような地域設定がございますので、その辺も含めてという記載に

なります。 

 それから、衣川地域で今回３名を募集しているわけですけれども、具体的なミッションの中身とし

ては、地域資源を活用した体験コンテンツやアクティビティの開発、それから、地域内の交流人口の

増加や移住・定住の誘導、地域に対するニーズ把握、旅行商品の販路開発、情報発信等をミッション

として３名募集をしているところでございます。 

○委員長（藤田慶則君） 14番高橋浩委員。 

○14番（高橋 浩君） ありがとうございます。 

 自転車の件につきましては、奥州市はまだしっかりしたコースができていないということなのです

が、北上、西和賀、そのコースにつながっていくようなコース設定、もしくはその全体で協力して、

定住自立圏の中で一つのコースで大きなイベント等をできるようなことも考えていただければと思い

ます。 

 と申しますのは、今全国的にも自転車のロードレースをできる会場、昔は江刺のほうでもロードレ

ース実施したんですけども、実際ちょっと事故等もあったりして、そういう観点から、そういう環境

が非常に少なくなっております。そういうところに特化した会場づくりをすれば、全国からのニーズ

は非常に高くなるかと思いますので、将来的にはそういうところも見据えた計画をつくっていただき

たいと思います。 

 それと、衣川のほうですけれども、こちらのほうも３名の方、それぞれ一緒に仕事をされるか別々

に仕事をされるかとは思うのですけれども、これをぜひこの３名の方に強力的に、積極的に進めてい

ただいて、また、さらに別な地域おこし協力隊の方を呼んで、そういうことが呼び水になって、特に

も都市部からの体験型の環境をぜひともつくっていただきたいと思うところでございます。それぞれ
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のご所見をお伺いして、終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 倉成市長。 

○市長（倉成 淳君） 私のほうから、ちょっと最初の自転車の件について、定住自立圏の共生ビジ

ョンの中で話し合われていることをちょっと付け加えますと、北上市、西和賀町といいますと、もう

整備して、彼らが一つターゲットになっているのは北上線なんですね。要するにＪＲの活用とサイク

リングツーリズムのほうをうまく組み合せようと。つまり、これ自転車やっている人の中でワープと

言うらしいんですけど、要するに全部この自転車ルートだけじゃなくて、途中まで行って、あとＪＲ、

それからバスを使って、残りの行きたいところに行くという、そういうつくり方をしたほうがいいね

という話になっている。それをやることによって、ＪＲ線廃止であるとか、そういうことに関しても

ちょっとブレーキがかかるんじゃないかという考え方を北上市のほうでは持っています。 

 現北上市長が東北の議員さんのサイクリング推進団体の会長さんですから、そういう公共交通が自

転車を利用できるような仕組みづくりも並行して進めることによって、利用者が増えるだろうと。実

際に自転車で有名な尾道と今治をつなぐしまなみ海道は、あそこはどんな方でも使えるようになって

いるんです。つまり、最初から最後まで自転車で行かなきゃならないというんじゃなくて、ある橋の

ところ、島から島だけ使ってあとは乗り捨てるとか、いろんなタイプの方が利用できるような仕組み

をつくるのが、多分このサイクリングロードで必要になってくるんだろうなと。 

 そこで、先ほど話のあった中間地点、ステーションというんですかね、パンクしたときに直すとか、

あとはそこでゆっくり休めるとか、ひょっとしたら泊まれるとか、そういうことも含めた総合的な計

画がつくれればいいなというふうに思っています。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） 私からは自転車のイベントの部分につ

いてお答えしたいと思います。 

 北上市では、たしか夏油高原にヒルクライムの大会が今も多分やっているはずですので、そういっ

たところとの連携なんか、広域の連携を見ながら、そういうイベントあるいは大会といったところは

考えていきたいと思いますし、あと、他市の県外なんですけども、事例としては、サイクリングと、

あとパドルスポーツ、カヌーですね、と、あと登山をトライアスロンみたいに組み合わせて、そうい

う何かイベントやっているところもありまして、そういうのだと奥州市にちょうどぴったりだなとい

う思いもあって、そういったところも対象に検討はしていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 及川衣川総合支所長。 

○衣川総合支所長（及川協一君） それでは、私から衣川で募集しております地域おこし協力隊につ

いて、少し補足説明のほうさせていただきます。 

 まず、募集については、全般的に全国から募集をかけているという状況でございます。市のホーム

ページ、それから、地域おこし協力隊の全国組織でありますＪＯＩＮ、それから、岩手県のホームペ

ージのほうにリンクを貼らせていただきまして、情報発信をしていると。それに加えまして、衣川の

ほうに入ってきていただいております衣川荘の譲受者ですとか、北日本リゾート、そういったところ

とは情報交換しながら募集をかけさせていただいております。 
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 議員の皆さんの中でも、ぜひ帰ってきたいという方がいれば、ご紹介をいただければというふうに

思っております。 

 それから、業務形態ですけれども、業務委託契約ということで、雇用関係を市とは結ばないという

形で考えてございますので、業務場所については、総合支所も含め、関連団体の事業所でも業務がで

きるという形で、少し緩い形で考えてございます。 

 当然ながら、衣川地域内のイベントなんかにも協力をいただくという形で、それを勉強しながら、

最終的には独立できるような形のもの、もしくは関係団体で就業できるような形、そういったものを

幅広く考えながら進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） そのほかに質問を用意されている方。 

 ここで、午前11時25分まで休憩をいたします。 

午前11時07分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午前11時25分 再開 

○委員長（藤田慶則君） 総務企画部門の質疑を行います。 

 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） 19番及川です。 

 １点お伺いします。 

 まず、概要の６ページに、１の政策調整事務費の中の（１）奥州地域会議及び各地域会議の開催経

費75万円が計上されています。 

 それから、これと関連して、本予算の予算書の74ページ、この下のほうの政策調整事務経費の中に、

報酬として、地域会議委員報酬53万5,000円かな、というのが計上されています。恐らくこれ関連あ

ると思いますので、お尋ねいたします。 

 まず、地域会議、奥州地域会議と地域会議、両方あるわけですけども、この実績について、昨年度

の実績についてお伺いいたします。どのぐらい開催されたなど、これをお伺いしますし、もう一つは、

これまちづくりへの移管ということがこの間あったと思うんですが、したがって、まちづくり部のほ

うに、この経費も移管すると思ったんですが、これはどうなっているのか。２点目にお伺いします。 

 ３点目に、今言った74ページ、地域会議の報酬が53万5,000円ありますけども、前にもお話ししま

したけど、委員の報酬が一律２時間あっても1,000円という決まりがあったので、なかなか２時間近

く会議やって1,000円というのは、いかにも低いので、やっぱり改善すべきじゃないかという話をし

たつもりなんですが、この点どうなっているか、お願いいたします。３点についてお願いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） それでは、地域会議に関連して３点の

ご質問をいただきました。 

 まずは、実績の部分でございます。ちょっと今手元に正確な資料はないのですけども、５地域の地

域会議、旧市町村単位の地域会議につきましては、大体３回から４回程度、それぞれで開催されてい

るというふうに承知しております。 

 それから、オール奥州での地域会議という奥州地域会議というのもございまして、これは今年度２
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回開催しているという状況でございます。 

 それから、この関連経費のまちづくりへの移管という部分でございます。 

 先ほど申し上げましたとおり、オール奥州の地域会議というのがございまして、そこは今まで政策

企画課のほうで事務を執っておったんですけども、窓口といいますか、一元化して、協働まちづくり

部のほうに移管するということで、その関連経費につきましては、当然予算のほうも併せて移管する

という形であります。 

 ただ、各地域の５地域の地域会議につきましては、今までどおり総合支所のほうで事務局を持ちま

すので、そこはこれまでと変わらないという形になります。 

 あと、それから、その５地域の地域会議の単価1,000円という話、前にもそんな話いただいており

まして、繰り返しになるんですけども、いずれ経過があって、そういう単価の設定はさせていただい

たということでございましたが、確かに今地域会議の様子見ますと、１回の会議が結構ちょっと長引

いているのも散見されますので、そうなると、やはりちょっと単価のほうというのは、確かに検討の

余地はあるんだろうなということで、少なくとも今任期、今年の任期は、今年から、今年度から始ま

って来年度までの任期になっておりますので、今任期中に何とかその次の時期の単価設定について、

今任期中には検討をして、一定の結論を出したいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） 今のちょっと話よく分からなかったんですが、奥州全体の奥州の地域会議、

これ大体今まで１回といいましたが、大体２回やるはずなんですが、これの分担等は政策企画ですか、

あるいは各地域会議の担当がまちづくり部ですか。これよく分からなかったので、今までは政策企画

で全て調整したはずなんですが、これが変わるわけですよね、これから。という話を今までのお話の

中で、行政の組織が変えるということになっていると思うんですが、これはそうすると、まちづくり

部のほうにも予算が別に計上されるということですか。ちょっとよく分からないので。 

 だって、実務的にはまちづくり部のほうでやると。郵送したり、お願いしたりすることをやると。

各地域会議に関してはね。ということは、経費はそちらで出るということなんですか。ということは、

まちづくり部のほうにその経費は計上されていると。こういうふうに思ってよろしいんでしょうか。

ちょっとよく分からないので、もう一回説明をお願いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） ちょっと説明が足りなくて申し訳ござ

いませんでした。 

 今、２段階で地域会議やって、オール奥州の地域会議とそれぞれの５地域の単位の地域会議があり

ます。今の話ししますと、予算の所管は全部政策企画課なんですけども、実際の執行といいますか、

というところでは、30地区の全体のオール奥州の部分については政策企画課のほうで直接事務を持っ

て、いろんな謝金の支払いとか、そういったところやっています。 

 で、５地域のほうは、総合支所のほうで予算をそれぞれ配分しまして、そちらのほうで今執行して

いるという状況です。 

 それが今度、協働まちづくりのほうに移管になって、今ある予算がそのまま、所属が政策企画……

総務企画部から協働まちづくり部のほうに予算の所管が移るだけで、何か別の科目のほうに新しく予
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算上げるではなくて、今ある予算を執行するのは、そちらの協働まちづくり部のほうで執行するとい

う形であります。 

 その際に、オール奥州の部分については、協働まちづくりのほうで直接執行する形になりますし、

各５地域の地域会議につきましては、これまでどおり総合支所のほうに協働まちづくり部から配分し

て、それぞれの総合支所のほうで執行するという形になります。 

○委員長（藤田慶則君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） そういうことをやっていいんですか。政策企画でやった予算を、例えば二つ

ある、全体的には奥州会議、それから、地域会議もあるわけですね。予算は全部政策企画課のほうで

出したわけね、これ。それをまちづくり部のほうにお願いして振り分けるという、こういうふうにも

聞こえたんですが、だって、そんなことやっていいんですか。そうしたら、まちづくり部のほうに最

初から移管するんだったら、そっちの予算でやるべきなんでしょうけども、今のお話、予算は政策企

画部で、支所の、支所というのは政策企画の一つの支所の一部分で、それは担当もいますから分かり

ますよ。まちづくり部にやってもらうんだったら、全然経費をそこで使うわけですから、予算として

最初からそっちに入れればいいんであって、どうも話が分からないです。もう一回お願いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） 今回の件にかかわらず、その予算の要

求課と予算の執行が、組織改革があって所属が変わるというのは、特段珍しい話ではなくて、これま

でもあって、そういう所管替えというのはこれまでもやってきております。特にそこは、駄目だとい

うルールはございませんですので、今回のような例もあり得ると。 

 今、予算要求するのは、やっぱり今予算を、令和４年度に予算を持っていて、分かっているところ

が要求するのが一番好ましいということで、そういう取扱いにしておりました。 

○委員長（藤田慶則君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） 念のために聞きますけども、だって、初めからもう移管するということが分

かっているんだったら、何であえてこういうまちづくり部に最初に予算組めばいいだけであって、何

でそれ、そんなこと、私ちょっと理解できないですが。よくある話で、別に問題ないわけですね。予

算としては政策企画で取っておいて、実際はまちづくり部がやるんだから、その予算を行って回すと

いうことが日常的に行われて、別に問題はないと、こういうふうに解してよろしいんでしょうか。お

願いします。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） おっしゃるとおりでございまして、予

算書にどこの課とかという考え方があるわけではありませんので、特段そこは問題ないというふうに

考えております。 

○委員長（藤田慶則君） ８番東隆司委員。 

○８番（東 隆司君） ８番東です。 

 奥州地域会議について、関連でご質問いたします。 

 開催状況につきましては、先ほどの19番委員のご答弁で分かりましたので、私からは、この会議の

現状、例えば役割であるとか、位置づけであるとか、それから、政策への反映の状況、それから、似

たような会議といいますか、いろんなその地域振興会等との懇談会など、類似と思われるような組織
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等々のすみ分け、こういったところについてお伺いをいたしますし、また、この会議そのものの現状

の課題、それから、今後の在り方について、お尋ねいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） 地域会議の現状と課題、あと今後の在

り方についてといったご質問でございました。 

 まず、５地域の地域会議、それぞれ旧市町村単位でございまして、振興会代表者のほか、地域の各

種団体の方とか、あとは公募の委員さん、お願いして構成しております。 

 その役割ということなんですけども、単なる要望ということではなくて、地域課題の解決に向けた

政策提言ということで、それを市に出していただくと、そういったところが主な役割になっておりま

す。 

 その反映の状況ということですけども、提言の政策提言の内容によっては、なかなかそのとおり市

の施策に反映させがたいというものもございますので、そういった部分につきましては、これをその

地域会議の方と市の担当者で相互に話合いしながら、いかに実現させていくかというところで、少し

もんでいく必要があって、そういったところがうまくやっていかなければならないなということで、

そういったところが課題だというふうに捉えております。 

 この地域会議、今後も継続させる予定ではあるんですけども、地域協議会という過去にあったもの

の代替組織という側面もあることを踏まえまして、一部の地域会議の委員さんからは、ちょっと在り

方そろそろ見直していいんじゃないかというような声も聞かれております。 

 ですので、これもちょっと前にもお答えしたかと思いますけども、現在の任期中に、来期に向けて

その見直しを検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） ８番東隆司委員。 

○８番（東 隆司君） それらの確認ですが、今の一部の委員からの在り方を見直すべきではないか

というご発言があるということですが、もし差し支えなければ、どのような意見だったのか、具体的

なところをお知らせください。 

 それから、もう一つ、今任期中の見直しの次に検討というところですが、先ほどの話と重複いたし

ますけれども、私から見ると似たような機能を持っているのが複数存在しているようにも見受けられ

るところがございますけれども、そのあたりをきちっと整理をしていく必要性があるのではないかと

思うんですが、ご見解をお伺いして終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 二階堂総務企画部長。 

○総務企画部長兼ＩＬＣ推進室長（二階堂 純君） 私から二つ目の類似と思われる団体協議会との

すみ分けということでございます。 

 委員おっしゃるところ、例えば地域会議があり、地区要望もあり、あるいは協働のまちづくり意見

交換会があり、様々な地域の窓口といいますか、そこの関わりがあるということだと思います。 

 これに関して、やはり市民にも分かりやすい、あるいは庁内でも整理しやすいような形が必要だと

いうふうなことを、私も、市でも認識しているという状況でございます。 

 それを踏まえて、事務分掌につきましても、来年度から地域に関わる窓口は、可能な限り協働まち

づくり部のほうがいいんじゃないかということで、一部分掌のやり取りをして整理しようということ
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でございます。 

 窓口も整理する、そして、やはり分かりやすくということについては、ご意見のとおりだと思いま

すので、そこは組織だけじゃなくて、中身を引き続き検討してまいりたいと思います。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） 再質問の１件目の部分で、地域会議の

ほうで在り方を見直すべきじゃないかというご意見、具体的にはというお話でございました。 

 どこの地域とは申しませんけども、振興会の会長さんが委員になっているんですが、やはりその振

興会のほうは振興会のほうで、地域要望という形で地域の課題を捉えて、市のほうに要望していると

いう背景があって、やっぱそれと相当役割が似ているんじゃないかという思いのようでございます。

それで少しそういう重複する部分は見直したらどうかというようなお話でございました。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 24番菅原明委員。 

○24番（菅原 明君） 24番菅原です。 

 １点お伺いします。 

 衣川地区をモデル地区として、先ほど来いろいろお話しされておりますけれども、地域おこし協力

隊の今度の募集なりというようなことで事業が進められておりますし、デジタルサポートの育成とい

うことで、これも進んでいるわけなんですけれども、小さな拠点づくりモデル事業というものは、ま

だまだ予定の中にはいっぱい入っているわけなんですけれども、残りのこの事業については、どのよ

うな形で取り組まれるのかなと思われます。 

 例えば衣川総合支所にオンライン窓口の創設とか、公共交通のＡＩオンデマンドのシステムの検討

とか、様々事業が予定されておるようですけれども、これらについては、どのように今後進められて

いくのかなと思いましたので、お伺いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） 衣川地域で展開しています小さな拠点

づくりのモデル事業ということでございました。 

 令和５年度は新たにモバイルクリニックの事業、あとは民生委員さんのＩＣＴの活用ができるんじ

ゃないか、あとは先ほどお話あった地域おこし協力隊ということでございます。 

 これ以外にも、検討する項目はもう大体決めて、順次やっていくということですが、今の段階では

まだどういうふうに進めるかというのは、ちょっと具体の話にはまだ至っていないです。 

 で、令和５年度にやる事業を、まずはこれをどうしようかということを、今話合い、地域の方とは

進めておりまして、それがめどついて、令和５年度の事業が順調にスタートして、次のステップとし

て、じゃ、次はどうしていこうかというところで、順番に一つ一つ物にしていきながら、検討を進め

ていくという状況でございますので、そこはしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 24番菅原明委員。 

○24番（菅原 明君） それでは、順調に今取り組まれている事業を進めていただいて、その後には、

随時取り組んで、新しい事業に挑戦していただきたいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思
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います。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） モデル事業が一応３年間という区切り

を一つつけておりますので、いずれこの年度内に、しっかりやれるものをやってまいりたいというふ

うに思っています。 

○委員長（藤田慶則君） １番佐藤美雪委員。 

○１番（佐藤美雪君） １番佐藤美雪です。 

 １項目について質問いたします。 

 予算書56ページ、一般職給与費について、お伺いをいたします。 

 これまで会派として、会計年度任用職員の処遇改善について取り上げてきたわけですけれども、ま

さにワーキングプアを生み出す温床となっているのではないかと考えております。 

 そこで、まず２点についてお伺いします。 

 正規職員と会計年度任用職員の実数と構成比についてお知らせください。 

 ２点目は、今年度の新規採用人数についてお知らせください。 

○委員長（藤田慶則君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋広和君） それでは、ただいまの質問にお答えいたします。 

 まず最初に、正規職員と会計年度任用職員の人数についてのご質問でございました。 

 令和５年４月１日現在の見込みということで、ご答弁させていただきたいと思います。 

 まず、正規職員については864人を見込んでいるところでございます。そして、会計年度任用職員

につきましては、こういった見込みというものはちょっと存在はしていないんですが、予算要求上、

前年並みということで、今年の４月１日、今年といいますか、令和４年４月１日と同じ657人という

ふうな数字を見込んでいるところでございます。 

 次に、構成比でございますが、トータルで1,521人というふうになりますので、正規職員が56.8％、

会計年度任用職員が43.2％となってございます。 

 あと、今年度の採用者数の見込みでございます。 

 医療職を除きますと、４月１日採用が48人を見込んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） １番佐藤美雪委員。 

○１番（佐藤美雪君） ありがとうございます。 

 なかなかこの正規職員と会計年度任用職員の構成比が、だんだん半分半分のようなイメージで、ち

ょっとその割合についてどう考えていらっしゃるのかなと思うわけなんですけれども、まずこの非正

規職員、会計年度任用職員についてなんですが、やはり女性相談員等の相談事業、そこにも、その皆

さんも会計年度任用職員であるということで、その相談事業に関わる皆さんは資格を持っていらっし

ゃったり、経験が本当に大切になってくる職種であると思いますけれども、その方々が不安定雇用で

あること、そして、やはり相談をする側の市民にとっても、不安の要素があるんじゃないかと思いま

す。１年しかいられないんじゃないかとか、そういう不安もある中で、市民サービスの低下という影

響があるんじゃないかという、本当に危惧しております。 

 そういう点でも、やはり正規職員を増やしていくべきではないかと考えておりますけれども、ご所
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見をお伺いします。 

 で、今年度の新規採用数見込みについてなんですけれども、48人、医療職ということですよね……

除く、分かりました。この人数であるちょっと理由というか、今までと、前年度と比べて増えている

のかどうかという部分をお聞きいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋広和君） それでは、ただいまの質問にお答えいたします。 

 住民ニーズの多様化であったり高度化、そして細分化によりまして、正職員だけで様々な業務に対

応することは困難というふうになっております。 

 そのために、それぞれの分野におけます専門性を持った会計年度任用職員に、その一部を担ってい

ただくことが、市の業務を進める上でどうしても不可欠なものというふうに思ってございます。 

 ほかにも職員の育休や産休、または病休の代替として、時期的に、もしくは一定期間の業務量の増

加に対応するために、特定の期間にお願いしなければならない会計年度任用職員の活用というのも、

市が持続的に行政運営を進めていくためには、どうしても不可欠なものというふうに思ってございま

す。 

 ご質問の中にありました会計年度任用職員の採用の考え方というふうなことにつきましては、これ

らの状況を勘案しながら、それぞれの業務内容を精査して、そしてまた、行政改革の考え方などを踏

まえながら、正規職員と会計年度任用職員の適正な配置に努めてまいりたいというふうに考えてござ

います。 

 次に、２点目の新規採用職員の人数についてでございます。 

 こちら48人と先ほど答弁をいたしました。ここ数年の中ではかなり多い人数というふうになってご

ざいます。 

 先ほど正規職員の人数を864人と回答したところでございますが、令和４年４月１日現在の数字と

比べますと、正規職員で20人ほど結果として増えているような形となってございます。こちらも様々

な行政サービスに対応するために、必要な人数ということで多い数字としたところでございます。 

 答弁は以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） １番佐藤美雪委員。 

○１番（佐藤美雪君） この会計年度任用職員を職員さんが休暇を取られたりというところに補填す

るとか、そういう考え方についてはあれなんですけれども、やはりちょっと責任がある職種というと

ころには、やはり責任を持ったポジションの方という思いが強いわけです。本当にその点では、こう

いう相談員さんと、そのほかにも有資格が必要な職種はあると思うんですけれども、本当に市民にと

っての必要な部分というか、本当にそこに責任を持った職員さん、充てるというのが本当に、それが

責任ある行政のサービスじゃないかなと考えますけれども、最後にご所見をお伺いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 二階堂総務企画部長。 

○総務企画部長兼ＩＬＣ推進室長（二階堂 純君） 何を正規職員がやって、何を非正規職員がとい

う部分については、先ほど課長が答弁したとおりでございます。 

 今盛んとデジタル、あるいは業務改革ということをやらなければいけないという必要に迫られてお

りまして、来年度以降は本当に本格的にそれをやらなきゃいけないという中で、本当にその正規の職

員がここに特化してやらなければいけない、あるいはその短時間勤務でも可能な、そういった整理も
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必要になろうかと思います。 

 そういった議論の中で、正規、非正規、そういった整理もするべきというふうに捉えておりますの

で、これは組織的にも、今度行革デジタル戦略課という新しい部署もできます。そういうところで、

いろいろ議論をしていかなければならないというふうに考えております。 

 さらに、これ国レベルで議論されておりますけども、その非正規職員への処遇というところについ

ても、繰り返しになりますけど、国レベルでやはり課題という認識でございますので、これについて

やはり市単独で云々というふうになりませんけれども、そういった国、政府の動きを見ながら、整理

させていただければというふうに考えております。 

○委員長（藤田慶則君） 16番瀨川貞清委員。 

○16番（瀨川貞清君） 16番瀨川貞清でございます。 

 今の質問に関連いたしまして、まず一つは、会計年度任用職員の平均年収についてお示しください。 

 次に、この会計年度任用職員の男女構成比、または実数をお知らせください。 

 次に、正規職員に関係すると思いますが、幹部職員への女性の登用計画になりますか、今日は予算

ですから、それはどういうふうになっているか、お示しください。 

○委員長（藤田慶則君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋広和君） それでは、ただいまの質問にお答えいたします。 

 まず、会計年度任用職員の平均年収についてということでございました。こちら令和５年度の見込

みということでお答えをさせていただきたいと思います。 

 パートタイムの事務補助の会計年度任用職員で、経験年数３年以上といった場合でございますが、

年収で言いますと177万2,145円となってございます。なお、こちらの金額につきましては、昨年度岩

手県人事委員会勧告に基づきまして、給料表の改定、そして、期末手当の増がありましたことから、

同じ条件で比較いたしますと、令和４年度よりも年間で６万円弱増額となっているところでございま

す。 

 二つ目の質問でございます。 

 会計年度任用職員の男女別の構成比ということでございますが、こちらは、会計年度任用職員の任

用形態が時期的なものであったり、本当に日々雇用職員なんかも含まれておりますので、男女別の統

計というのは、総務のほうでは取ってはございません。 

 そして、三つ目のご質問でございます。 

 正規職員の幹部職員の女性の登用率についてでございます。 

 こちら、令和４年４月１日時点の数字となります。 

 まず部長級職員については、女性の登用率が9.1％、課長級職員につきましては24.6％、課長補佐

級職員につきましては38％、係長級職員につきましては37.2％となっているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 16番瀨川貞清委員。 

○16番（瀨川貞清君） 16番瀨川貞清です。 

 会計年度任用職員の男女構成は、職種によって様々あると思いますけれども、だいたいの捉え方等

はお示しできませんでしょうか。 

○委員長（藤田慶則君） 高橋総務課長。 
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○総務課長（高橋広和君） 会計年度任用職員の男女別についてのご質問でございました。 

 例えば一つの職種であったときに、年間を通して、上半期は男性、下半期は女性といったようなこ

ともございます。日々雇用職員の方、月に１回２回だけ雇用される方について、その都度ごと男性、

女性というふうな考え方で、総務課のほうでは押さえてはございませんので、そこについてはちょっ

と調べ切れないといったのが実態でございますので、ご理解をいただければと思います。 

 私が答弁した令和４年４月１日現在の会計年度任用職員の数657人の中には日々雇用職員は入って

ございませんでしたので、この657人についての男女別の内訳について答弁させていただきたいと思

います。 

 657人のうち、男性が146人、女性が511人、割合で申し上げますと、男性が22.2％、女性が77.8％

でございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 16番瀨川貞清委員。 

○16番（瀨川貞清君） かつて、この会計年度任用職員の制度導入は、官製ワーキングプアを解決す

るためだというふうに発言した部長もおりましたけれども、今答弁をいただきましたように、平均年

収は177万円、180万円以下で、昨年度より増額になったとしても、そういう年収であります。 

 そして、全国的にはこの会計年度任用職員の男女構成比でいきますと、女性が圧倒的に多い。そう

いう点では、官製ワーキングプアのかなりの部分を女性に押しつけられているという実態があるよう

であります。 

 そういう点で、従来から主張しているとおり、必要な仕事には正規職員に当たってもらうというと

ころは、引き続き要求をしていきたいと思いますし、同じような観点から、幹部職員への女性の登用

というのは、もう少し考えられる必要があるのではないかと思いますけれども、所見を伺って終わり

ます。 

○委員長（藤田慶則君） 二階堂総務企画部長。 

○総務企画部長兼ＩＬＣ推進室長（二階堂 純君） 後段の幹部職員への登用という部分について、

私のほうから、最初の質問については課長のほうから答弁をいたします。 

 いずれ幹部職員の登用につきましては、これ当然意識をしております。女性登用と叫ばれまして、

時間たつわけでございますけれども、非常に優秀な女性職員もおります。さっき40数人採用するとい

った職員の中でも、女性の比率が非常に多いです。さらに今度今、盛んと総務課のほうで人事やって

おりますけれども、やはりそこはかなり意識しながら進めているという状況でございますので、能力

に見合った形での幹部職員への登用ということについて、進めてまいりたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋広和君） では、一つ目の官製ワーキングプアについてのお話でございました。そ

して、会計年度任用職員への処遇改善へのご意見であったかと思います。 

 ワーキングプアと一般的に言われているのが１日８時間、週５日、52週毎日働いても働いても、ぎ

りぎりの生活さえの維持が困難である就労者の社会層というふうに言われておったりしているところ

でございます。 

 奥州市の賃金体系につきましては、決して高いものとは言えませんが、こちら会計年度任用職員の

制度導入時に、その分勤務時間の短縮を図りながら、制度を設計したところでございましたので、そ
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の辺についてはご理解をいただければと思っております。 

 しかしながら、会計年度任用職員の処遇につきましては、他市の状況であったり、それぞれの職種

の応募状況などを勘案しながら、その改善には努めてまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） ここで昼食のため、午後１時まで休憩をいたします。 

午後０時   休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午後１時   再開 

○委員長（藤田慶則君） 再開いたします。 

 午前に引き続き、総務企画部門の質疑を行います。 

 ２番宍戸直美委員。 

○２番（宍戸直美君） ２番宍戸直美です。 

 主要施策の概要のＰ７ページ、総合戦略政策調整事務経費について、１点お伺いいたします。 

 本年度は前年度に比べて、予算額が大幅に多いのですが、その前年度との違いと、今年度期待する

効果についてお伺いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） 主要施策の概要の７ページの一番上の

政策調整事務経費の部分、これワークショップの「ＴＮＧＲ（つながる）」の開催経費と合わせまし

て、令和５年度、その「ＴＮＧＲ（つながる）」のワークショップで出されたアイデアを事業化する

ための補助金を予定しております。追加増額した予算が200万円ということで、１件50万円の４件の

事業を想定しているということでございます。 

 中身でございますけど、今年度奥州市の魅力を生かした情報発信、交流の場の創出というものを共

通テーマにいたしまして、ワークショップを３回シリーズで開催しております。 

 参加者につきましては、協働のまちづくりアカデミーの修了生であるとか、地方創生の包括連携協

定を締結している企業の社員さん、それから、市職員などの若者ということです。４班に分かれまし

てグループワークを行っておりまして、さらに包括連携協定の締結企業さんの管理職クラスの方の参

加、あとは市のその中のイベントに関連する市の担当課の職員にも参加いただいて、助言をいただい

て、それぞれ実現可能性の高いプランに、今年度煮詰めてもらったという状況です。 

 このせっかくのアイデアをそのワークショップ限りで終わらせるというのは、ちょっともったいな

いということで、令和５年度にこのアイデアを基にして、少しその若者中心でイベントを立ち上げら

れないかということで、今そこを検討している最中でございます。それを令和５年度に予算的な後ろ

盾をするためにも、その200万円の補助金というのを新設して応援したいというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） ２番宍戸直美委員。 

○２番（宍戸直美君） ご答弁ありがとうございました。 

 市の担当課の方が入られて、ワークショップの事業をされていくということなんですけれども、ま

ちづくりはやっぱり横のつながりというものがすごく重要視されるのかなというところで、他部局と
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の連携についてだったりとか、そのワークショップの内容についてだったりとか、目指す方向につい

てしっかり情報共有がされているのかというところをお伺いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） 実際にそのグループワークを行う段階

で、市の職員にもその中身を実際に紹介、披露していただいて、それに対して市の担当者も、こうや

ったらもっとよくなるんじゃないですかというのをアドバイスしたり、それを受けてまたさらに、そ

のアイデアを煮詰めていくという作業を今年度やっております。そういった中で、その企業さんとか、

あと市の各関係課とも十分そこは連携は図られているというふうに考えておりますので、これを来年

度ぜひちょっと実際にやってみたいなということで、しっかり連携を図りながら、事業を進めてまい

りたいというふうに思っております。 

○委員長（藤田慶則君） 10番及川春樹委員。 

○10番（及川春樹君） 10番及川春樹です。 

 16ページのデジタル活用支援事業、午前中あったんですけども、関連でお聞きすればよかったんで

すけど、またお聞きします。 

 ３ページのアプリにもちょっと関連するとこだと思うんですけども、いわゆるこのデジタルサポー

ターの趣旨といたしましては、いわゆるスマートフォンに不慣れな方のスキルアップを促すというよ

うなものだと思うんですが、ある一定数はやっぱり、なかなかそのスキルアップができなくて、ある

意味、取り残されると言えばいいんでしょうか、そういった、というふうになる可能性があるのかな

というふうに思っていまして、本来デジタルのいい面というのは、多様な方にも対応できるようなも

のが本来デジタルの目的であるというふうに感じておりまして、もうちょっと例えばアプリであった

り、もうちょっと多様な方にも対応できるような形というのが必要なんではないかと。 

 特に例えば、現在その市民の利便性を向上させるデジタル化ということで、例えばスマート窓口と

か、いわゆるそのシステムの簡素化というのを主に置いている面もあるんですけども、そういった来

年のＤＸ推進計画を進める中で、そのようにスキルアップしなくても、不慣れな方に対応できるよう

な、そういったものを検討していくのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（藤田慶則君） 佐々木デジタル戦略室主幹。 

○デジタル戦略室主幹（佐々木雅巳君） それでは、デジタル活用の支援策についてお答えいたしま

す。 

 来年度につきましては、午前中も少し触れましたが、市全域、各地区センターにおいて、スマホ講

習会を開催する予定で考えておりますが、そのスキルアップの面から言いますと、まだそこまでの対

応は考えていない状況でございます。 

 ただ、生涯学習サイドでは、今も年１回スマホ講習会を開催しておりますが、初心者向けではなく

て、今後はもう少し活用に絞った形でスキルアップできるような講習会を検討しているという状況が

あります。 

 今後そういったスキルアップを目指す方へも支援していくような対策も検討していきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 10番及川春樹委員。 
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○10番（及川春樹君） ちょっと質問の回答がちょっとずれていたので、再確認させていただきたい

んですけど、いずれそのデジタルサポーターなどで、いわゆる高齢者の方々のスキルアップはされる

んでしょうけども、いわゆるそれに取り残される方々、必ず一定数いるというふうに感じていまして、

現在市のほうでも、例えばスマート窓口といった、いわゆる簡素化というのを進めているわけですよ

ね。 

 そういった中で、スキルアップしなくても対応できるようなデジタルの在り方というのを、来年度

以降検討されていくのかというところをお聞きしたかったんです。お願いします。 

○委員長（藤田慶則君） 佐々木デジタル戦略室主幹。 

○デジタル戦略室主幹（佐々木雅巳君） 失礼いたしました。 

 窓口において、デジタルの簡素化といいますと、スマート窓口の対応を今検討しております。今年

度導入する予定でございます。 

 事前に、スマートフォン等で予約いただくと、窓口に来た際は書かないで済むというような方法を

取る事業でございますが、そういったことを含めて、今後もそういう……すみません、失礼しました。

さらに来年度、総合支所と本庁をつなぎまして、デジタル機器を持たない方が総合支所に来ますと、

専用のブースを設置しますので、そこからオンラインで面談等をしたりできる仕組みを今検討してお

りますので、来年の９月頃から運用する予定で考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 10番及川春樹委員。 

○10番（及川春樹君） ありがとうございます。 

 まだちょっと微妙で、お聞きしていますけど、いわゆるデジタルのよさとしては、やはり多様な方

にも対応できるのがデジタルというように私認識しておりまして、やはり何か、分かりやすく言うと、

本人がアナログのままでもデジタル対応できるようなデジタルの在り方と言えばいいんでしょうかね。

全くデジタルに不慣れな方でも対応できるようなデジタルの在り方というのを検討されますかという

のをちょっとお聞きしたかった。ちょっとよろしいですか。 

○委員長（藤田慶則君） 二階堂総務企画部長。 

○総務企画部長兼ＩＬＣ推進室長（二階堂 純君） そういう点で、デジタル推進するということも

もちろんを頭に入れておりまして、最終的には目指すところは、本来面談窓口とか、書かない窓口と

言っていますけど、市役所に来なくても全て手続できるというのが理想ではあります。そういった流

れで、職員のどこにリソースと言うんですか、振り向けるかというと、やはりそのデジタルで業務の

簡略化といいますか、業務の効率化、進めた暁には、そういった取り残されるといいますか、やはり

デジタル使えないという方に、ちゃんと人をかけて説明する、あるいは手続手伝う、そういったとこ

ろもやっていかなければいけない。 

 もう一回お話ししますけど、デジタルでできることはデジタルでやって、やはり取り残された方に

は人をかけなきゃいけないということで、労力をうまくバランス取って進めたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 20番飯坂一也委員。 

○20番（飯坂一也君） ３点お伺いします。 
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 ６ページ、４番、大袋養蚕団地跡地活用事業、７ページ、先ほども出ました政策調整事務経費、そ

して、８ページの一番上、ＩＬＣ推進事業経費、この３点についてお伺いします。 

 ６ページの大袋養蚕団地跡地活用事業ですが、昨年が150万円、今回41万9,000円、令和５年度の取

組についてお伺いいたします。 

 そして、政策調整事務経費ですが、包括連携協定企業、この企業数が私数えたところで、今まで11

社じゃないかなと思いました。５年度においては、そのような予定計画、さらに協定を結ぶ予定計画

あるのかどうか、お伺いいたします。 

 ８ページのＩＬＣについてですが、特にＩＬＣ出前授業、講演会等の実施、これはこれまでと変わ

りが、変化があるのかどうか、やり方の内容に変わりがあるのかどうか、お伺いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 千葉前沢総合支所長。 

○前沢総合支所長（千葉 桂君） １点目のご質問、大袋関連でお答えをいたします。 

 まず、この予算ですけれども、植樹祭そのものが去年で終わっておりますので、今回計上した部分

につきましては、いわゆる下草刈り等の維持管理をする部分で計上したものであります。よって、減

額に見えるものでございます。 

 今後、例えば遊歩道の整備でありますとか、そういう部分につきましては、実際の現場を管理して

くださっています任意団体である会の方々と、どういう整備がいいのか、年度内に協議を済ませまし

て、そこで出来上がった計画に対して、必要があれば６月の補正予算にでも提案をして、整備を進め

たいという考えでございます。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） 包括連携協定の企業の数と、今後の見

通しというところでございました。 

 今委員おっしゃられるとおり、今現在11社ということで、令和４年度、今年度に去年の夏でしたけ

ども、両ＪＡさんと２か所追加して、今現在11社ということでございます。 

 今、それ以外に今後締結する見込みの企業さんがあるかどうかというところで言えば、今決まって

いる話はないですし、進行しているという話はないんですが、ただ、拒むものではありませんので、

よいお相手さえいれば、今後も引き続きその連携協定の相手として結んで、そこは検討してまいりた

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 村上ＩＬＣ推進室主幹。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） それでは、３点目のＩＬＣの出前授

業、講演会の件でございます。 

 出前授業につきましては、コロナでしばらくお休みというか、希望校で実施をしてきたところです

けども、今年度令和４年につきましては、従来どおり小学校は希望校、それから中学校は全校で開催

をしたところでございます。 

 来年度も、引き続き開催したいと考えておりますけれども、以前に文部科学省の有識者会議の中で

も、出前授業等につきましても、ＩＬＣだけではなくて、例えば科学に興味を持つようなものという

ようなご指摘もその中でされているところでございますので、内容について改めて検討しながら進め
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てまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 20番飯坂一也委員。 

○20番（飯坂一也君） 大袋養蚕団地のことについてのみお伺いいたします。 

 これについては、今後においては、計画など具体的に進めて、将来像をはっきりさせるという課題

があったのではないかと思っているんですが、このことについてお伺いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） 大袋養蚕団地の部分でございます。 

 万年の森ということで公園構想がございまして、やっぱり将来的には市民の憩いの場というふうに

していきたいというところは、そのとおり変更ございませんので、どういうふうな形にしていけばい

いかというのは、検討してまいりますというお答えしましたけど、検討しております。 

 で、遊歩道の整備とか、一定程度のこういう形がいいよねというのを地域の方々と、まずはちょっ

と共有させていただかないと駄目だなというふうに思っておりまして、事務局レベルといいますか、

こちら側としてはこういう感じがいいかなというのはあるんですけども、それについては、いずれ令

和５年度中に、地域の団体の皆さんとちょっと話合いをしながら、将来はこういう姿にしたいですよ

ね、それに向けて、毎年こういうことをやっていきましょうねということを、来年度になるんですけ

ども、そこはしっかり組み立てていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 25番小野寺重委員。 

○25番（小野寺 重君） 25番。 

 今、大袋桑園の関係について、関連でもう少しお尋ねをしたいと思いますけれども、一応今お話あ

ったように、植林は去年で終わったと。今回の40万何がしはその管理費に充てると。こういうことで、

不足の場合には６月補正で増額してもらうと。こういうことのようですけれども、私は今聞いた話で、

とてもじゃないが、こんな金で何もできないだろうと。もう倍額も３倍も４倍も補正していかないと、

状況を管理していく仕事はほとんど難しいんだろうと。 

 私はこの関係につきましては、今まで、おやめになったらどうですかと、こういうお話をした経過

があるんですけれども、あの状況を見ると、今、答弁の支所長なり、部課長さんたちは状況を十分ご

承知の上でのお話なんだろうとは思いますけれども、実態はそういう状況だ。 

 そこで、私は本当にこの事業は、このままでプラスになるんだろうかと。むしろ泥沼に入っていく

ように、もう金ばっかりかかって、何にも最後には残らなかったと。こういうことになるんじゃない

かと、私は常にあそこの場所を見て思っている。本当にこの市の対応状況がこれでいいのかと。まさ

にこれでいいのだという自信を持ってのもう話なのかもしれないけれども、それは違う。もっとこれ

は現地を見て、知恵を出し合って、対策を考えるべきだと私は思います。 

 そういうことで、今やめるというわけにはいかないかもしれませんが、そういうことでもう少し努

力をしていくべきだと、このように申し上げておきたいと。終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 二階堂総務企画部長。 

○総務企画部長兼ＩＬＣ推進室長（二階堂 純君） ご意見ありがとうございます。 

 40何がしというのは、まず、育樹に関して必要な部分という話をしておりますし、これ例年150万
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円ほど予算を取りまして、植樹活動をしてきたという経過あります。 

 で、前に議場あるいは全協でしたが、そこでは育樹活動に移りますということで、そこは120万円

ほどかけて今後推移していきますということはお話ししております。これはあくまで育樹の部分でご

ざいまして、課長も申しましたとおり、その公園、それをどうするかということは、まさに今委員が

おっしゃいました、もっと知恵を出し合ってという部分が大切だというふうに思います。 

 先ほど説明したとおり、知恵出し合うということで今後進めようと思っておりますので、それに耳

傾けながら、進め方を検討したいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 18番 野富男委員。 

○18番（ 野富男君） 18番 野富男です。 

 そうしますと、今の答弁ですと、この万年の森公園構想というのは、これあるということなんです

ね。もしあるとすれば、後で情報提供といいますか、その構想なのか計画なのか分かりませんが、ひ

とつお願いをしたいと。資料提供をお願いしたいというふうに思います。 

 私の認識不足だったのかもしれませんが、私もこの万年の森については、植樹だと思っていました。

要は、全体の部分から太陽光パネルやって、その残りを植樹すると。その植樹についても、ほとんど

植樹以降の手入れはしなくて済むような木を植えてきたのだというふうに承知しておったもんですか

ら、今の話、その下草刈りが必要になるというのが、今までの流れとちょっと若干違っていましたの

で、いや、私の認識ですよ。いや、そうじゃないと。そうだったと言えば、それまでなんですけど、

私の認識としてはそういうふうに承っていたので、そこら辺、ひとつお願いをしたいと思います。 

 それと今の部長の答弁は、いや、これからは育樹だと。要はその下刈りだけじゃなくて、枝は普通

であれば杉、松等であれば枝打ち等もあるんですけど、そういうところまで、この万年の森で整備す

るという考えなんですか。その点、お伺いをしたいと思います。 

○委員長（藤田慶則君） 千葉前沢総合支所長。 

○前沢総合支所長（千葉 桂君） それでは、前段の部分にお答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、そもそも万年の森の植樹は、植えっ放しで、あとは手をかけなくていいよ

っていう宮脇先生の方式であります。 

 よって、植えて、基本的には手をかけません。自然淘汰で残った木が自然の木だよという話なので、

手をかけませんけれども、植樹から４年程度は、雪に負けたり、ウサギに食べられたりして、管理が

欲しいんです。実際その３年間、４年間については、管理団体の方々のご厚意も含めまして、下草刈

りをやってもらっています。その分が植えて３年目、４年目の部分だけかかるということでございま

す。それ以上大きな木については、手をかけているものではございません。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） 先ほどの答弁で育樹のほうに切り替え

るというお話あって、その理由は、今、支所の所長から答弁したとおりであります。実行委員会のほ

うでその育樹の管理、必要な管理はしていただくということで、負担金を令和５年度お支払いします

し、それとは別に、公園の構想とか確かにありますので、あそこを整備していくという基本的な考え

方はそのとおりでございますので、それに向けて、中身をいろいろ、何が必要なのかというのを検討
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して、必要な事業化をして、できれば６月補正に予算措置した上で、令和５年度から早速整備のほう

も進めていきたいという考えでございます。 

○委員長（藤田慶則君） 18番 野富男委員。 

○18番（ 野富男君） 分かりました。 

 育樹なら育樹でも結構です。ですから、どこまでこの万年の森として、この実行委員会なり行政が

整備するかということは、やっぱりお示しをいただかないと、私の認識と何か実態が違ってきている

のかなとちょっと思ったもんですから、その公園の整備も、当初の太陽光パネル、あそこに誘致する

際という表現がいいのかどうか分かりませんが、あのときは市民が森林に親しむ環境づくりとして、

遊歩道とかあずまやとかという計画がありましたが、あれは結局ポシャったんですけど、今度、何だ、

残地というか、今まで植樹していた中で別に公園をつくるという構想も前からあったということなん

ですか。それとも、今回つくられたということなんですか。そこをお伺いしながら、いずれ私の要望

とすれば、これがずっと長くこの万年の森をどういうふうな形にするかというのをやっぱり示した上

で、そこにどれぐらい投資するかというのもやっぱりお示しをいただいた上で、毎年度予算に計上し

ていただければ、大半いいんじゃないかなというふうに思いますので、その点についてお伺いして、

終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） 養蚕団地の跡地は旧前沢町時代からの

問題といいますか、ありまして、山を切り倒して、山をなくして養蚕団地を誘致して、ところが、そ

こが事業がうまくいかなくて、やめてしまったと。それで、残ってしまったところをどうするかとい

うことで、全体、あそこの山全体を森に戻そうというのが最初あったと思います。 

 全部森に戻すのもなかなか時間かかる話ですので、それまでの間は、今ソーラーパネルあるところ

なんかは、スポーツレクリエーション施設ということで、何かアスレチックの何か用品を置いたり、

遊具を置いたりというような、最初はそういう構想、公園整備構想というのがありました。 

 ところが、実際、すごく息の長い話といいますか、あれだけの面積ですので、一遍には全部進まな

いということがございまして、当面その遊具とかそういったところは、なかなか整備が難しいですよ

ねということで、ずっと空けておくのもなんなので、では、そこのところを利用して、ソーラーパネ

ルを設置して、その貸付料なんかも使いながら、残ったところの森林の整備もしていきますし、ここ

は引き続き整備していきましょうというような考えで進められてきたというふうに承知しております。 

 で、全体構想を示して、事業費が全部で幾らかかりますと。それを何年でやりますという計画が、

確かにお示しできれば理想的なんだろうなとは思いますけども、かなりこれまでもですし、これから

も息の長い取組になるんだろうなというふうに思っております。 

 そもそも今植樹して、森に戻すというのがもう何十年先の話になりますので、そういった息の長い

中で継続的に取り組むという、その方向性としては、あそこをただ維持管理するだけじゃなくて、い

ずれその市民の方が憩いの場にできるような形に少し整備できないかということをこれから検討して

いくという状況でございます。 

 失礼いたしました。その一番最初の整備構想の資料については、あれは合併当時のもの、直後かな、

のものですけども、ありますので、そこは資料提供したいと思います。 

○委員長（藤田慶則君） ８番東隆司委員。 
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○８番（東 隆司君） ８番東です。 

 ２点お伺いいたします。 

 主要施策８ページ、ＩＬＣ推進事業、こちらにつきましては、今回、僅かではありますが、予算が

ちょっと減額なっておりました。その理由についてお尋ねいたします。 

 というのは、ご案内のとおり、令和５年度は国の予算も倍増になりましたし、喫緊で言いますとＩ

ＬＣ実現建設地域期成同盟会が設立されたなど、大きくこのＩＬＣの誘致に向けた動きが活発化する

年度になるのではないかというふうに思われますので、こういったところを市民なり、この多くの皆

さんと機運の醸成の正念場の年になるのではないかというふうに思うので、この点についてお伺いす

るとともに、あわせて、市のこの事業に対する取組の姿勢についてお尋ねいたします。 

 ２点目は、資料のほうは、政策提言に関する附帯決議の処理報告の３、働く場の確保と地域経済発

展のため、農林業や地場産業での次世代人材の育成のほか、旺盛な立地需要を見逃がさない企業誘致

に取り組まれたいという議会からの提言ありまして、その処理報告の中にるる書かれているんですが、

この総務企画部所管のところで言いますと、先ほど来同僚委員からも数々議論がありましたが、地域

おこし協力隊による鋳物産業の後継者育成に取り組んでまいりますという部分がございます。この部

分についてちょっとお尋ねするわけですけれども、まず、ここの部分について、今募集中というお話

が先ほどありましたが、もし差し支えなければなんですけれども、その応募の人数であるとか、男女

であるとか、年齢、出身県、前職、前の仕事など、もしそのあたりがお示しできるのであればお願い

したいということと、令和５年度におけるこの地域おこし協力隊の皆さんに、どのようなことをやっ

ていただくことを市は想定をし、さらに３年間でこの方々をどのように育成していくか、そのプラン

についてお示しください。 

○委員長（藤田慶則君） 村上ＩＬＣ推進室主幹。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） それでは、２点ご質問をいただきま

した。 

 まず初めに、ＩＬＣの予算の関係でございますが、今回、国の予算が倍増になったということもご

ざいまして、それから、この間は建設地域の期成同盟会も設立されたということで、引き続きこれか

らも関係機関と連携して取り組んでいくというのはそのとおりでございますが、今回の予算でござい

ますけれども、まず一つ減額の理由としましては、修繕料をちょっと昨年度計上しているけれども、

今回減額をさせていただいたというのが一つございます。 

 それから、実は、これまで２年間ほどですけども、やっぱりコロナで様々な会議でありますとか、

要望活動が制限をされていたというふうなことがございまして、今回それらの旅費を若干減額となっ

たというところではございますが、先ほどお話がありましたように、これから期成同盟会としての要

望活動も引き続き必要になってまいりますので、その辺については、今後補正で対応してまいりたい

というふうに考えてございます。 

 いずれにしましても、これからが正念場ということもございますので、引き続き関係機関と連携を

しながら取り組んでまいりたいというふうに思います。 

 それから、２点目の地域おこし協力隊の募集の状況でございます。 

 鋳物産業に関する地域おこしの協力隊の募集は、２月20日で募集を締め切ったところでございます。 

 応募者の詳しい状況ということでございますけれども、これからちょっと選考の作業がございます
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ので、その辺についてはこの場では答弁を差し控えさせていただきたいというふうに考えてございま

すので、ご了承をお願いしたいというふうに思います。 

 それから、令和５年度の取組、それから、３年間の育成プランをということでございますが、募集

要項の中では、１年目は例えばその製造技術の基礎学習でありますとか、伝統技法の取得、それから、

２年目はさらにそれらの技術向上や今後の活動の方向性の模索、最終年度につきましては、それらも

含めて、任期終了後の方向性の検討などということでは、募集要項には書かせていただいております

けれども、一般質問の答弁のときもお答えしているんですけれども、今回の募集というものは、鋳物

産業に関する職人の後継者育成を主眼に置きつつも、さらにその商品開発でありますとか、ニーズの

把握、それから情報発信などで活躍できる人材というのを狙いとしているというところでございます

ので、それらの具体的な取組の内容、それから、３年間の育成プランにつきましては、着任する隊員

の意向や適性、それから、関係機関や市との協議により決定をすることとしておりますので、それか

ら、着任後もそれらご相談しながら随時見直しをして、３年後の活躍につなげてまいりたいというふ

うに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） ８番東隆司委員。 

○８番（東 隆司君） ありがとうございます。 

 地域おこし協力隊については、承知いたしました。 

 ＩＬＣの部分、１点だけ再質問いたします。 

 先ほど課長の答弁にあったとおり、２月にできましたＩＬＣ実現建設地域期成同盟会、これは今回

の機運醸成には大いに寄与するものというふうに考えております。この団体の令和５年度における具

体的な活動の事例など、もしご紹介できるのであれば教えていただきたいということと、この８ペー

ジにありますＩＬＣのところに明示が出ております１から５番というのは、特に新規というような表

記がないということは、これ今までどおりの出前授業であったり講演会、その他の事業というふうに

承知するところでございますが、もしこの先ほど来出ているとおり令和５年度が非常に正念場の年、

特に予算のことも含めて、こういった中での奥州市の特に新規で何かやっていきたいということがも

しあれば、ご紹介いただければなと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（藤田慶則君） 村上ＩＬＣ推進室主幹。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） 期成同盟会の令和５年度のというこ

とでございますが、期成同盟会につきましては、事業計画の中で、東北へのＩＬＣ建設の早期実現に

向けて関係機関に要望活動を行う、それから、東北へのＩＬＣ建設実現に向けた機運の醸成を図ると

いうようなことになってございます。 

 まだその令和５年度、具体的な中身についてはまだ決まってはおりませんが、一応年度内に一度関

係機関への要望活動を行うということで予定をされているところでございます。 

 それから、令和５年度のＩＬＣの事業ということでございますが、基本的には今年度を踏襲するわ

けでございますけれども、来年度からはＩＬＣ多文化共生推進室ということで、多文化共生も含めた

ＩＬＣの推進ということになってございますので、その辺も念頭を置きながら、ＩＬＣの実現に向け

て取り組んでまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 
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○委員長（藤田慶則君） 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） 17番千葉敦です。 

 １点伺いますけれども、コロナとか価格高騰の支援に関して、地方創生臨時交付金について政策企

画課で担当しており、まとめている元締として担当しておられますので、伺いますけれども、今議会

の13号、一般会計の４年と一般会計の補正予算13号で、たしかいろいろな支援金の部分で減額補正が

あったかと思うんですけれども、それについての活用策について、今議会でさらに新たに追加補正す

るとか、そういったような計画はあるのかどうか、お願いします。 

○委員長（藤田慶則君） 桂田政策企画課長。 

○政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長（桂田正勝君） 今定例会の補正予算で、コロナの交付

金事業、それは様々ちょっと減額、決算見込みに基づいて減額しているところです。そこで浮いたと

いう、そこで余ったところをほかのものに使えないのかと。それやるべきじゃないかというお話だっ

たと思います。 

 交付金事業の話で言えば、実績報告は国の手続の関係がありまして、遅くとも３月の半ばぐらいに

は取りまとめしないと駄目だというところもあって、なかなかいろんなものに幅広く活用できる状況

ではございません。 

 そんな中でも、今回の補正予算で減らしたのもあるんですけど、追加した分として、宿泊促進事業

とか温泉施設の電気料高騰対策といった部分も追加しているところは追加しております。というとこ

ろで、それで交付金が余るというような状況ではございません。減額にはなりましたけども、一定程

度一般財源なんかも投入して、今年度交付金事業を組み立てておりましたので、事業費は落ちるんで

すけども、コロナ交付金はそれで余るという状況ではないというのが一つ。 

 それから、これから事業を組むというのは、なかなかその交付金の性格上、難しいというところが

あって、今回は３事業を追加しているので、これで終わりということで考えております。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） 今、新しい年度、令和５年度について、このような交付金が確実であるかど

うかというのは、まだまだ分からないところでありますけれども、ぜひともあった際には、例えば介

護施設でのクラスター等でいろんな支援は確かにありましたけれども、実情を聞くとまだまだ不足し

ているというのがありましたので、そういった点も新年度の予算には、この交付金はないわけですけ

ども、新たな国の交付金がある場合には、そういった検討も全体として進めていただきたいと思いま

すので、改めて伺って終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 二階堂総務企画部長。 

○総務企画部長兼ＩＬＣ推進室長（二階堂 純君） 委員ご指摘のとおり、国のメニューとして令和

５年度の臨時交付金部分が出てきていないというところでございますが、これだけやはりコロナはま

だ尾を引いている、あるいは物価高騰対策必要だという中では、国の対策が必要だという観点で、い

ろいろ交付金の要望はしておりますし、交付金メニューが出たら、やはり速やかに必要な対策を取る

というスタンスはそのとおりでございますので、そういった情報については、敏感にアンテナ高くし

て取り込みながら進めたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○委員長（藤田慶則君） ５番佐藤正典委員。 

○５番（佐藤正典君） ５番佐藤です。 

 主要施策の概要の８ページです。 

 いきいき岩手結婚サポートセンター会員登録補助25万円についてお伺いします。 

 今年度、この制度を利用した方は、２月末で47人と伺っております。多分制度を利用しない方も含

めれば、50人以上にはなったのではとは推測します。これはとりもなおさず、プロモーションがうま

くいった結果だと思われます。プロモーションの中身で何がよかったと受け取られておりますか、お

伺いします。 

 そして、この制度を一過性、この結果を一過性のものにしないためにも、今後どのような取組をさ

れるのかお伺いします。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） 結婚支援の状況でございます。 

 いきいき岩手結婚サポートセンター会員登録料補助事業でございますが、すみません、２月末では

ありますけども、今46名の申請ということで、今現時点では把握をしているところでございますが、

まだまだ追加の申請がございまして、一応２月の補正で一応５名分を追加で予算措置をさせていただ

いておるところでございます。 

 プロモーション活動というところではございますが、これに関しては、広報のほうでも掲載をさせ

ていただきましたし、当然そのいきいきｉ－サポ奥州のほうでも、こちらの制度のＰＲをしていただ

いておりますので、基本的に新規でご登録にいらっしゃった方については、そちらのほうでＰＲをし

ていただいているので、それほどの漏れはないのかな、ご本人がどうしても申請をしないというのは

別ですけれども、基本的にはその辺でＰＲをしていただいているのかなというふうに思っております

し、令和５年度も引き続き25万円を予算措置させていただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） ５番佐藤正典委員。 

○５番（佐藤正典君） ご答弁ありがとうございます。 

 この結果を踏まえて、今後どのような取組をされていくのかについてお伺いします。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） いずれ、これにつきましては、引き

続き進めてまいるところでございますけれども、県のほうでも当然、結婚支援には取り組んでいくと

いうことで、例えば県におきましては、来年度、期間限定でこのｉ－サポの登録料を無料にするキャ

ンペーンをしたいというふうな部分ございますので、いずれ関係機関と連携を図りながら、結婚支援

を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） ９番小野優委員。 

○９番（小野 優君） ９番小野です。 

 ２点お伺いいたします。 

 １点目が主要施策の概要からで、先ほどありましたＩＬＣの推進事業経費についてお伺いいたしま

すし、それから、２点目は、概要10ページの交通運輸事業経費についてお伺いいたします。 
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 １点目のＩＬＣに関して、先ほども新年度から組織改編があって、国際化、多文化共生部分も担う

というお話もありましたけども、具体的な人員体制についてどのようにお考えなのか、お聞かせくだ

さい。 

 それから、公共交通事業経費に関してですけども、こちら事業としてあります地域公共交通シンポ

ジウムの開催経費、シンポジウムの内容について、お伺いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 村上都市プロモーション課長。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） １点目のＩＬＣの件でございます。 

 いずれ今度の４月から、ＩＬＣ多文化共生推進室という形に変わるわけですけれども、業務の支援

体制といたしましては、現在その地域づくり推進課のほうで、国際交流とか多文化共生を担っておる

わけですけれども、そこに多文化共生推進員という会計年度任用職員の方がいらっしゃいますので、

４月以降はそちらの方がＩＬＣ多文化共生推進室で勤務をしていただくということで現在予定をして

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 及川水沢総合支所長。 

○水沢総合支所長兼公共交通対策室長（及川政典君） 地域公共交通シンポジウムの開催の具体の内

容についてご質問をいただきました。 

 このシンポジウムにつきましては、第三次バス交通計画の内容にも、そういった取組をしようとい

うことで記載されているものですけれども、コロナ禍にありまして、多数の人数を集めて開催する催

しがなかなかできなかったということもありまして、計画最終年に至りまして、ようやく新規の事業

ということで、今回計画できたものでございます。 

 内容につきましては、月並みなものから申し上げますと、専門家による基調講演、それから、事業

実施団体の事例発表、それから、事業者、地元関係者、学識経験者を含めてパネルディスカッション

を予定しております。 

 ほかに、この特にバス・タクシーの乗務員不足というこの喫緊の課題に併せまして、その同じ会場

の中に、バス・タクシー乗務員の就職相談コーナーというのを事業者と提携しまして設けたいという

ふうに考えておりますし、大型バス、それから、電気バスといったような運転体験、そういったもの

も行いまして、ぜひ一般の方にも興味を持っていただけるような内容で開催してまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） ９番小野優委員。 

○９番（小野 優君） ＩＬＣの人員体制について、多文化共生のほうの人員体制については分かり

ました。 

 あとは、この概要にあります事業内容として、情報発信というのが特に項目を設けられております。 

 今後のＩＬＣ誘致に関する取組は、先ほど同僚委員の質問の中でもある程度ご回答がありましたけ

れども、改めてこの情報発信について、今後の方針や具体的な内容という部分について、どのように

考えていらっしゃるのかお尋ねいたしますし、それから、シンポジウムの内容は分かりました。バス

だけではなく、バス・タクシーも含めた取組というお話ですけども、やはりこの地域の足を考えた場

合は、鉄道の存在も私は重要ではないかと思っております。 
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 最近、市民の方から直接お手紙を頂きまして、前沢駅や、隣の町で言いますと金ケ崎駅などは、バ

リアフリー化がある程度進んでいるけども、水沢駅だけがどうしてもバリアフリー化が遅れていると

いうふうなお声をいただきまして、確かに言ってみれば、エスカレーターが片道分のエスカレーター、

上り分しかないようなエスカレーターに見えるわけなんですけども、このバリアフリー化について、

あくまでも民間の施設の話ではありますけども、まちとしてどのように状況を捉えていらっしゃるの

か、お聞きいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 村上ＩＬＣ推進室主幹。 

○都市プロモーション課長兼ＩＬＣ推進室主幹（村上 睦君） １点目の情報発信の件でございます。 

 以前ご指摘をいただきまして、長らく更新されていないＳＮＳがありますよということでご指摘を

いただいたところでございまして、それについては、ちょっと閉鎖の方向で検討していたところでご

ざいましたが、いずれちょっと４月から、また新たに多文化共生というような部分も含めてまいりま

したので、その辺も含めて、改めてその情報発信の在り方については検討させていただきまして、よ

りよい情報発信の方向を検討してまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 及川公共交通対策室長。 

○水沢総合支所長兼公共交通対策室長（及川政典君） それでは、鉄道についても、シンポジウムの

内容に合わせて考えていくべきだというご意見については承りました。検討してまいります。 

 その質問の中で、ＪＲ水沢駅のバリアフリーについてご質問がございましたので、当市で把握して

いる部分について、お答えできる範囲でお答えしたいと思います。 

 まず、ＪＲ水沢駅のエレベーターの設置につきましては、平成27年度からＪＲ東日本盛岡支社のほ

うから設置の意向確認がございまして、以降、断続的に協議を継続しております。 

 平成27年当時ですが、国土交通省が１日当たりの乗客数3,000人以上の駅を基準に、全国の駅にエ

レベーターを５年間で設置していこうという考え方が打ち出されまして、これが背景にあったものと

いうふうに説明を受けております。 

 事業自体はＪＲが主体となるものですけれども、事業費の３分の１は地元負担が求められますので、

当市としては、ＪＲと情報交換を継続してきたというような状況にあります。 

 事業費の概要でありますが、エレベーターと、それから、ホーム間をまたぐ跨線橋の設置だけで、

平成30年当時の試算で約４億円前後かかるというふうに説明を受けておりまして、現在は資材高騰を

受けまして、さらに高額になるものと予想しております。 

 バリアフリーの観点から申し上げますと、当然エレベーター設置は必要かというふうに思いますけ

れども、多額の事業費を要しますので、まちづくり全体における水沢駅の位置づけといったところを

含めた根拠の整理が必要というふうに考えております。 

 今後もＪＲと意見交換を進めながら、意見交換を継続しながら、庁内の関係部署と検討してまいり

たいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） ９番小野優委員。 

○９番（小野 優君） ＩＬＣについては分かりました。ぜひ情報発信の内容というのを改めて精査

して、ご検討をお願いいたします。 
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 ＪＲの駅に関しても、今、室長のご答弁でも、まちづくりと全体としてというお話がありまして、

まさにそのとおりだと思います。これから立地適正化の策定であったり、それから、それに応じて、

中心市街地活性化振興ビジョンもこれから策定されるというお話でしたので、そういった面的整備と

いう部分で非常に重要な要素だと思いますので、そういった部署との改めて強固な連携をしていただ

きたいというところをお伝えして、お考えを聞いて終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 二階堂総務企画部長。 

○総務企画部長兼ＩＬＣ推進室長（二階堂 純君） ご意見ありがとうございます。 

 まさにそのとおりだと思います。 

 当部、一公共交通だけの切り口ということではないというのは明らかでございますので、庁内連携

しながら進めたいと思います。ありがとうございます。 

○委員長（藤田慶則君） ４番門脇芳裕委員。 

○４番（門脇芳裕君） ４番門脇芳裕です。 

 １件お伺いします。 

 主要施策の11ページ上段、国際交流事業についてですが、主に６番、多言語情報ラジオ放送事業の

委託と書いてございます。これに関して、少し詳しく情報をお知らせ願いたいと思います。 

 例えばどういった時間帯に、何か国語の放送が予定されているか等あれば、決まっていることでよ

ろしいので、お知らせをお願いします。 

○委員長（藤田慶則君） ４番委員、協働まちづくり部門でありますので、そのときに聞いていただ

きたいと思います。 

 18番 野富男委員。 

○18番（ 野富男君） 18番 野富男です。 

 ２点、お伺いいたします。 

 主要施策の12ページに姉妹都市交流事業がございます。この点についてお伺いしますし、あと指定

管理制度の統括ということで、指定管理制度の考え方について、その２点お伺いしたいと思います。 

 次ですか。分かりました。 

 それでは、姉妹都市交流事業の部分ですが、本年度……、これもか。じゃ、ないです。 

○委員長（藤田慶則君） よろしいですか。 

 そのほかにございますでしょうか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（藤田慶則君） 以上で、総務企画部門に係る質疑を終わります。 

 説明者入替えのため、２時15分まで休憩をいたします。 

午後１時57分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午後２時15分 再開 

○委員長（藤田慶則君） 再開いたします。 

 次に、財務部門に係る令和５年度予算の審査を行います。 

 予算の関係部分の概要説明を求めます。 

 羽藤財務部長。 
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○財務部長兼行政経営室長兼競馬対策室長（羽藤和文君） それでは、財務部が所管いたします令和

５年度一般会計及び国民健康保険特別会計の歳入歳出予算の概要について、予算書及び主要施策の概

要により、主なものをご説明いたします。 

 最初に、財務部所管事務における現状と課題認識についてであります。 

 財務部門につきましては、令和５年度当初予算案において、財源不足に対応するための財政調整基

金の取崩しが12億9,000万円となり、依然として歳出が歳入を大幅に上回る状態が続いております。

昨年９月に見直しを行った長期財政見通しでは、今後予定されている建設事業等を実施した上におい

ても、標準財政規模の10％程度の財政調整基金を維持できるというふうに見込んでおりますが、予算

編成時においては収支均衡が図られていないことから、持続可能な行政運営を実現するためにも、引

き続き財政の健全化に向けた取組を着実に推進してまいります。 

 財産運用部門につきましては、所管する財産の維持管理に努めながら、本市庁舎の計画的な改修に

よる長寿命化を図るとともに、普通財産土地建物の利活用拡大や処分に向けた取組を進めてまいりま

す。また、旧土地開発公社に係る第三セクター等改革推進債は、いわゆる三セク債ですけれども、マ

イアネタウンを主とする分譲宅地の売却が計画以上に進んだことなどから、予定より10年早く完済す

る予定ではありますけれども、引き続き早期売却に向けて取り組んでまいります。 

 税務部門につきましては、公正で適切な課税の実施や、納税者の利便性の向上に取り組むことによ

り、公平・公正な税務行政の一層の推進に努めます。 

 行政経営部門につきましては、重点的な財政健全化の取組や公共施設の総合管理など、行財政改革

の推進に努めます。 

 岩手競馬につきましては、昨年11月に開催したＪＢＣ競走の影響やインターネット発売の増加によ

り売上げが順調に推移していることから、元金返済のルールに基づき、構成団体融資の繰上げ償還を

受けております。今後とも、魅力ある岩手競馬を安定的に運営できるよう努めてまいります。 

 以上のような現状認識を踏まえ、令和５年度に当部が重点的に取り組む施策や事業について、まず

は主要施策の概要によりご説明いたします。 

 主要施策の概要の４ページをお開きください。 

 令和５年度に新設された未来枠として、総合支所庁舎の照明ＬＥＤ化工事費を計上しております。

また、市が所有する施設などの維持管理に関する経費としまして、建物火災保険料、除草委託料、市

有財産売却のための市有地現況調査委託料、老朽化建物の解体撤去工事費などのほか、旧土地開発公

社に係る除草委託料や測量委託料、土地売却媒介手数料、市有地分譲促進補助金などを計上しており、

１億646万4,000円のうち、財務部所管分は１億401万円となっております。 

 続いて、５ページをご覧ください。 

 これも未来枠として前沢支庁舎の長寿命化工事を行うほか、本支庁舎における清掃や警備の委託料、

改修工事費などを計上しており、３億1,998万4,000円となっております。 

 以上が主要施策の概要に記載のある箇所となっております。 

 財務部については、主要施策がこの２か所のみでありますので、ここからは当初予算書の財務部所

管の主な部分についてご説明いたします。 

 それでは、予算書の10ページをご覧ください。10ページになります。 

 市税につきましては136億1,917万8,000円で、前年度と比較し５億4,937万9,000円、4.2％の増とな
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っております。 

 13、14ページをご覧ください。 

 市税のうち市民税は、個人と法人を合わせて57億1,525万4,000円で、前年度と比較し8,594万7,000

円、1.5％の増となっております。 

 内訳ですが、個人市民税が47億5,263万6,000円で、課税標準額の増による所得割額の増を見込み、

前年度と比較し2,288万8,000円、0.5％の増となっております。また、法人市民税が９億6,261万

8,000円で、法人税割額の増を見込み、前年度と比較し6,305万9,000円、7.0％の増となっております。 

 固定資産税につきましては65億4,035万8,000円で、土地は地価の下落傾向による減、家屋は新増築

家屋の増、償却資産はコロナ対策等の設備投資による増を見込み、前年度と比較し３億879万円、

5.0％の増となっております。 

 15、16ページ、軽自動車税につきましては５億648万7,000円で、新税率適用車への乗り替えに伴う

四輪自家用車の増加を見込み、前年度と比較し1,566万1,000円、3.2％の増となっております。 

 市たばこ税につきましては８億3,861万円で、近年の売渡し本数は横ばいとなっているものの、税

率が上がったことによる増を見込み、前年度と比較し１億3,653万2,000円、19.4％の増となっており

ます。 

 入湯税につきましては1,846万8,000円で、新型コロナウイルス感染症の鎮静化による利用者数の回

復を見込み、前年度と比較し244万9,000円、15.3％の増となっております。 

 17、18ページをご覧ください。 

 ７款地方消費税交付金につきましては26億8,804万6,000円で、前年度と比較し２億94万2,000円、

8.1％の増となっております。 

 19、20ページをご覧ください。 

 11款地方交付税につきましては185億2,075万5,000円で、前年度と比較し１億2,737万8,000円、

0.7％の増となっております。内訳といたしましては、普通交付税が169億8,826万4,000円、特別交付

税が15億3,249万1,000円となっております。 

 41、42ページをご覧ください。 

 不動産売払収入のうち土地売払収入につきましては8,114万円で、旧土地開発公社の土地の売却な

どで、前年度と比較し5,019万6,000円、38.2％の減となっております。 

 49、50ページをご覧ください。 

 市債の総務債のうち臨時財政対策債につきましては２億5,240万円で、前年度と比較し７億2,590万

円、74.2％の減となっております。 

 次に、歳出についてご説明いたします。 

 飛びまして97、98ページをご覧ください。 

 まず、賦課徴収事務経費につきましては２億6,127万4,000円で、主に市税徴収員報酬、固定資産土

地評価基礎資料整備委託料、電算保守管理委託料、各種負担金、市税過誤納金還付金などとなってお

ります。 

 347、348ページをご覧ください。 

 公債費になります。公債費のうち財務部所管分につきましては、元金が長期債の償還元金で65億

4,236万8,000円、同じく利子が長期債の償還利子で２億3,866万4,000円となっております。 
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 以上、一般会計歳入歳出予算につきましては以上であります。 

 続きまして、国民健康保険特別会計に係る財務部所管予算について、予算書によりご説明いたしま

す。 

 ページは予算書371、372ページをご覧ください。 

 国民健康保険税につきましては16億4,508万9,000円で、団塊の世代が後期高齢者に移行することに

よる被保険者数の減により、前年度と比較し１億2,563万1,000円、7.1％の減となっております。内

訳ですが、一般被保険者国民健康保険税が16億4,497万9,000円、退職被保険者等国民健康保険税が11

万円となっております。 

 次に、歳出についてご説明いたします。 

 予算書377、378ページをご覧ください。 

 賦課徴収事務経費につきましては3,262万4,000円で、主に市税徴収員報酬、通信運搬費、電算保守

管理委託料などとなっております。 

 389、390ページをご覧ください。 

 一般被保険者保険税還付経費につきましては2,000万円となっております。市税過誤納金還付金な

どとなっております。 

 以上が財務部所管に係ます令和５年度予算の概要となります。よろしくご審議のほどお願い申し上

げまして、説明を終えます。 

○委員長（藤田慶則君） 執行部側にお願いいたします。 

 答弁する方は、委員長と声をかけて挙手していただき、委員長が指名してから発言願います。 

 これより質疑に入ります。 

 22番阿部加代子委員。 

○22番（阿部加代子君） 主要施策の４ページにございます本支庁舎照明更新事業について、２点目、

予算書の371ページ、特別会計の国保についてお伺いしたいというふうに思います。 

 まず１点目の本支庁舎の照明更新事業ですけれども、ＬＥＤに替えるということで更新工事が載っ

ておりますけれども、このＬＥＤの工事につきましてですが、４月から照明器具のＬＥＤの値上げが

各社表明をされております。この予算で工事ができるのかお伺いしたいと思いますし、また、照明器

具製品の納期の長期化が見込まれておりますけれども、これらにつきましても、工事がスムーズに進

むのか、予定についてお伺いしたいというふうに思います。 

 また、本庁舎の場合、リース方式で行われたと思いますけれども、江刺、前沢、胆沢の支所につき

まして、どのような方式で行われるのかお伺いしたいというふうに思います。 

 それから、２点目の特別会計につきましてですけれども、一般会計のほうは関係ないんですけれど

も、インボイスの関係について、どのようにお考えになっているのかお伺いしたいというふうに思い

ます。 

○委員長（藤田慶則君） 折笠財産運用課長。 

○財産運用課長（折笠 正君） 市庁舎のＬＥＤ化工事、照明の工事のことについてご回答いたしま

す。 

 まず、ＬＥＤ化の工事に対しまして、４月から資材等の値上げという部分の懸念、そして併せて納

期の長期化、こういったことのお話ございました。委員ご指摘のとおり、ＬＥＤ照明は、その材料価
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格の高騰ございまして、値上げが予想されていると、予定されているというふうに聞いてございます。

また、今後もその流れ、値上げの方向性というのは変わらないというふうなことがございますので、

やはりここは先送りすることなく進めたいといったのが１つでございます。また、新型コロナウイル

スの影響で、使用する部品の需給が逼迫していて、計画的に供給されない、納期のほうに遅れが出て

いるというふうな状況が生じているというのもそのとおりでございます。この先もやはり同様の状況

が懸念されるといった部分でございます。 

 そのような状況を考慮いたしまして、まず当現予算につきましては、ある程度、見積りの段階で金

額的なものは精査したところでございますので、現状においてはこの予算のほうで進められるものと

いうふうに考えているところではございますが、先ほどの資材の供給の遅れであるとか欠品、そうい

った場合によっては工事の内容を状況に合わせて調整していくといったことも必要になろうかなとい

うふうに思います。 

 基本的には、照明器具を一式、丸々取り替えるということを想定しているところではございますけ

れども、現状の部品の中でそのまま使うことができるというふうなところもあるというふうに伺って

おりますので、やはり状況を確認しながら、一番状況に適した工事の進め方につきましては留意して

まいりたいなというふうに思っております。 

 １点目、２点目につきまして、ちょっとまとめてご答弁差し上げました。 

 そして最後にリースの関係、本庁舎につきましてはリースで導入したという部分でございますが、

今回の３支庁舎につきましては、リースではなく工事費ということで計上させていただいているとい

ったところでございます。 

 ＬＥＤの導入につきましては、リースの大きなメリットにつきましては、導入時の初期費用が抑え

られるといったところかなと思いますが、最終的な導入経費についてはそれなりの額になると。これ

に対しまして、工事として実施する場合につきましては、今回、脱炭素化という部分につきまして、

公共施設等適正管理推進債の活用が見込めるというふうな部分がございますので、結果として負担の

平準化であったり、交付税措置による実質的な負担の軽減も図られるのではないかということで、今

回、こういった形での予算要求とさせていただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 髙橋財政課長。 

○財政課長（髙橋博幸君） それでは、国保会計のインボイスについてということでございました。 

 当課財政課としては、国保会計の部分ではないんですが、インボイスにつきましては、制度の制定

されましてから財政課のほうで全体の分を所管しておりますので、お答えさせていただきます。 

 まず国保会計の部分ということでございますが、国保会計の部分につきましてはインボイス対応し

ない会計ということで整理してございます。 

 判断基準でございますが、会計を所管する部署におきまして課税取引があるかどうかということを

いろいろ検討しまして、その結果ということでございます。 

 一般会計のほうは登録をしておりまして、12月末までに登録が終わってございます。 

 このほかにということでいきますと、企業会計３つ、水道、下水道、病院のほうございますが、特

別会計のほうでお話しいたしますと、バス事業会計、あと介護保険の介護サービス会計と米里財産区

と浄化槽ということで、一般会計を除く４つの特別会計のほうで導入するということで予定してござ
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います。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 22番阿部加代子委員。 

○22番（阿部加代子君） インボイスの関係は承知いたしました。 

 ＬＥＤの関係ですけれども、工事で行うということでございますけれども、その場合、少し調べた

ところ、高効率型と省エネ型というものがあるようでございまして、例えばＬＥＤは40ワットで60ワ

ットぐらいの明るさが出るということになっているようでして、そうしますと、照度の関係で本数が

減らせるということもあるようでございますし、また20ワットぐらいつけても40ワットぐらいの照度

が出るということでありますので、そうすると省エネになるということもあるようです。 

 照度に関しましては、専門家のご意見をいただかなければいけないと思いますけれども、その辺ど

ういうふうにされているのかお伺いして終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 折笠財産運用課長。 

○財産運用課長（折笠 正君） それでは、ＬＥＤ化の照度の関係、お答えしたいと思います。 

 今お話のありましたとおり、少ないエネルギーで従来どおりの電灯の点灯というか照度を出すこと

ができるというのがＬＥＤの利点であったりという部分でございます。一方、ＬＥＤにつきましては、

光の指向性というか、広がるというよりは、ある程度、直線的に光を当てるというふうな特性がある

ということなので、全体的に周辺をカバーするというのがなかなか苦手な部分もあるというふうには

伺っているところでございます。 

 そうした特性を踏まえたときに、例えば執務室、机の上を照らす、そういった部分、また市民相談

等である一定の適切な明るさを確保するといった部分につきましては、設置本数を減らすということ

を直接的にできるかというと、なかなか難しい部分もありますし、間隔を空けたりすることも難しい

のかなと思っておりますが、一方で、廊下であったり通路、またはエレベーターホール前、こういっ

たところにつきましては、現状、本庁舎においても間引きというふうなことで対応はしているんです

けれども、場所によってはそういった本数を間隔調整しながら、適切な照度も確保しながら省エネル

ギーに資すると。そういったことを念頭に置きながら工事のほうは進めてまいりたいと思います。 

 また、そういった部分に当たって専門家の意見というか、適切な助言等があればなおという部分が

ございます。当然、電気の資格を有する職員ございますし、また、事業者からも情報を収集しながら

機器の選定等も行っているところでございますので、幅広くそういった情報を勘案しながら、適切な

工事のほうに進めてまいりたいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） ８番東隆司委員。 

○８番（東 隆司君） 本支庁舎の照明更新事業について、関連でお尋ねいたします。 

 まず先ほど、課長の答弁の中で、リースの部分は導入経費について全体で抑えられる、それから今

回の起債の関係の該当になるということで、こちらの工事にしたということなんですが、私も以前、

仕事したときに、リースにかかったこともございまして、リースにはリースのメリットもありまして、

様々な契約の中で、導入する側にもメリットがある。多分そのあたりは十分に検討されたということ

だと思うんですが、改めてその検討の中身についてお尋ねしますし、新たに確認は、リースでは起債

の対象にならないということでよろしかったかどうかの確認をさせてください。 
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 それからあと二つ目、今回の導入に当たりまして削減効果です。いわゆる電気の料金、それから電

気使用量、それからＣＯ２の削減効果、これをどの程度見込んでおるのか教えてください。 

○委員長（藤田慶則君） 折笠財産運用課長。 

○財産運用課長（折笠 正君） ありがとうございます。リースのほうでやることの検討の部分でご

ざいました。 

 確かに経費的な部分であったり物品等の供給の関係、あと既存の部品の部分の流用等々も考えたと

きに、それに加えて起債が使える、そういった総合的な判断の中で、今回は工事、リースではなくと

いうふうなところに到達したといったところでございますが、リースでやると公適債のほうの対象に

はならないと。そういったことでこちらのほうでは整理をしているといったところでございます。 

 また、削減効果といった部分でございます。庁舎のＬＥＤ化工事の想定の中で当初検討したときに

は、あくまでも試算といったところになりますけれども、電気使用料の算定では、また電力高騰、そ

こがまだ中途にはございますが、３支庁合わせておおよそ400万円程度は削減できるのかなというふ

うに思っております。その際に、使用電力として削減できるというふうな部分もこちらのほうでは数

字として一応計算させていただいておりまして、この数字を申し上げますと、18万4,772キロワット。

数字的にこれがどのようなのかというふうな部分はございますが、これを電力会社のほうでＣＯ２換

算するというふうな計算がございます。それで計算したところ、およそ９トンちょっと切るぐらいの

ＣＯ２排出量は削減できるであろうと。これは１年間でというふうな見込みでこちらのほうでは想定

しているといったところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） ８番東隆司委員。 

○８番（東 隆司君） 今の話は承知いたしました。 

 あと、これは行政経営室のほうなのかもしれません。今後の市有財産というか公の施設等々へのＬ

ＥＤの導入の方策といいますか、現状がどのようになっているのかということも含めまして、もし考

えなり計画があれば、教えてください。 

 今回、有利な起債があったということで、結構な金額を一気にやるということで、これはこれで、

今課長答弁あったとおり、ＣＯ２削減、電気料金と量それぞれに効果あるので、大変よろしいことだ

と思います。可能な限り公の施設のほうに進めていくことが必要と考えますが、もし今の計画等あれ

ば教えていただいて、終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 阿部行政経営室主幹。 

○行政経営室主幹（阿部記之君） 公共施設全般の予定ということでございました。今のところ、

個々の担当課のほうでそちらを導入するかどうかというところの検討をこれから始めるのかなという

ふうに思っておりますので、当室のほうで何か全体的な部分の計画を把握しているということはない

んですけれども、先ほど話題に出ました公共施設等の起債、推進事業債が令和７年度まで脱炭素の事

業が対象というふうになっておりますので、ここら辺のところは、庁内に積極的に情報を発信という

か情報提供しながら、そちらのほうの活用を探っていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 折笠財産運用課長。 

○財産運用課長（折笠 正君） 先ほど、私の答弁の中で、ＣＯ２削減量の部分で、ちょっと私、換
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算誤りをしておりましたので訂正させていただきたいと思います。 

 先ほど年間で９トン程度というお話差し上げましたが、89トン、約90トン程度と１桁間違っており

ました。訂正しておわびいたします。よろしくお願いします。 

○委員長（藤田慶則君） 20番飯坂一也委員。 

○20番（飯坂一也君） お伺いします。予算書358ページに債務負担行為の一覧が出されております。

その関連で、発注の平準化、今、どのような状況にあるかお伺いいたします。これからの進め方も含

めて。 

 これは奥州市としてもここ何年間か進めてきましたが、国として法律がさらに規定されて、より一

層推進していかねばならないところだと思っておりました。 

 あともう一つ、減債基金についてお伺いします。令和５年度一般会計説明資料の７ページ、減債基

金、令和５年度末見込み6,222万8,000円。こういった数値挙げられておりますが、どんな考えで令和

５年度進めていくのかお伺いいたします。 

 参考までに財政計画見たときには、３億800万円で令和５年度推移していくのが示されております

が、減債基金の考え方についてお伺いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 髙橋財政課長。 

○財政課長（髙橋博幸君） それでは、２点ご質問いただきました。お答えいたします。 

 まず発注の平準化、進め方ということでございます。委員お話しのとおり、国のほうからも平準化

を進めるようにというふうに話が出ております。この平準化と申しますのは、予算の成立、新年度予

算の話ですが、通常、工事の着工まで時間がかかるということで、４月、５月、６月までいくかもし

れないのですが、そういった期間が空いてしまうということで、その端境期の対策として債務負担行

為や繰越しをするなどというのが平準化というものでございます。 

 当市の数値的なことでお話ししますが、平準化件数ベースということでございますが、令和元年か

ら申し上げますと0.57ということでして、令和２年度は0.52ということで、その半分ぐらいというよ

うな形でございました。議会の中でもそういったお声がありまして、こちらのほうでも債務負担行為、

ゼロ市債であったり繰越しのほうを活用するということで、令和３年につきましては0.75ということ

で上昇してございます。令和４年についてはまだ年度途中ということですので、そういった取組を反

映して上がるんじゃないかなというふうに考えているものでございます。 

 ２月議会の２月補正、先日議決いただきましたけれども、その中でも、新年度予算で修繕等の要求

があったものを２月に前倒しをして、繰越しを積極的に活用したということもございます。 

 続きまして、２点目の減債基金の関係でございます。 

 減債基金につきましては、令和５年の当初予算の中では１億円、取崩しをしております。残高見込

みでいくともう6,000万円ということで、本当に少ない額になってございます。 

 これまではということで申しますと、減債基金につきましては、旧土地開発公社の関係で土地の売

払い収入を積立てて、三セク債の償還に使っていくというのをメインでやってございまして、他市だ

と減債基金と財調分けているケースもございますが、奥州市の場合ですと、財調１本でほぼ管理して

いたというような状況でございます。 

 そういったことを踏まえまして、他市の状況見ましたので、私どものほうでは今後、繰越しが出た

際に、財調と減債どちらに積むかというのを検討しながら、減債基金の分の残高のほうを増やしてい
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きたいなというふうに考えているものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 20番飯坂一也委員。 

○20番（飯坂一也君） 発注の平準化だけ再質問いたします。 

 岩手県のほうで、令和６年度までに目標値0.80を掲げて取り組むということのようですので、奥州

市としてもこの数値を、今0.75とお聞きしましたので、近いと思いますので、この数値目標にと思い

ますが、目標値を定めることについてお伺いして、終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 羽藤財務部長。 

○財務部長兼行政経営室長兼競馬対策室長（羽藤和文君） 平準化の目標値についてですけれども、

県のほうでの目標値もございますし、あと全国平均だったりとか県内平均だったりとか、そういった

部分も踏まえて、委員おっしゃるとおり、向上に向けて様々取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 18番 野富男委員。 

○18番（ 野富男君） ２点お伺いします。 

 まず、指定管理制度の部分でお伺いしていいかどうか分かりませんが、最近、公共施設で、公募し

た結果、応募者がなかったというケースが見受けられますが、こういう場合、公共施設の管理上、方

針が定まっているのかどうか、現状をちょっとお教えいただきたいというふうに思います。 

 ２点目は、財政健全化重点６項目の部分で少しお話をしたいと思います。 

 昨年９月に全協でお示しをいただきました。当初17億9,000万円の目標に対して、見直し後、８億

2,500万円、約８億円を下げたといいますか、見直しそうされたようです。この差が下がったといい

ますか、見直しで下げたという特別な事由があるのかどうか。当時も質問あったのかもしれませんが、

もう一度この場でお伺いさせていただきます。 

 そのときに、補助金負担金、当初、３か年計画でしたから、５％、10％、15％ということで削減し

ていきますというのは当時あったというふうに思います。令和４年は10％削減で、５年度は15％削減

というのは、全体の見直しをしても、削減率はこの補助金負担金については変わらず削減するという

考えなのかどうかお尋ねします。 

 それと、使用料の減免基準の見直し。たしか一昨年、令和３年ですか、市民説明したときに、かな

り市民の抵抗といいますか、様々ご意見があって、当初の目標値がなくて、改めて見直ししたわけで

すが、その頃でしたか、その後でしたか、改めて使用料あるいは減免基準の見直しをするやに記憶し

ているんですが、ないとすれば、見直しする予定があるのかどうか、あるいは今見直ししているのか

どうか、その点お伺いをします。 

○委員長（藤田慶則君） 阿部行政経営室主幹。 

○行政経営室主幹（阿部記之君） それでは、指定管理のご質問のほうからでございます。 

 公募したけれども応募者がなかったということで、具体的には、今年度は江刺のささらホールがそ

れに該当するということになろうかと思いますけれども、市の方針として、応募がなかった場合どう

するということではなくて、基本的には、公共施設ですので、市が直接管理をするか、指定管理をお

願いするか、どちらかだということで、指定管理で応募がないということになれば、施設を廃止しな

い限りは市が直接管理をしていかなければならないことになるというふうに考えているところです。 
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 それから、２点目の、財政健全化の関係で３点ご質問を頂戴したと思っております。 

 まず最初の、目標を下げた理由ということでございますが、これは令和３年度までの決算状況を踏

まえまして長期財政見通しを見直して、当初43億円あまりの効果がないと基金が枯渇してしまうとい

うような状況だったものですからそういう目標を立てましたけれども、現時点においては、基金の状

況等を勘案して、そこまでの効果額がなくても、長期財政見通しは見直した分で大丈夫、組めるとい

うことで、それを踏まえて見直したというのが理由になります。 

 その中で特にも補助金負担金と使用料の減免ということでご質問いただきましたけれども、補助金

負担金につきましては、当初は令和５年度までの削減目標、５％から20％までということで想定をし

ておりましたけれども、令和３年度においてはそのとおり取り組んだということで、目標額に対しま

して実績額のほうがやや多いくらいの実績を出している状況でございます。 

 ただ、全体の目標額を下げたといいますか減らすことができた関係がありまして、いずれ、これ以

上の補助金負担金の削減については、相手方の活動自体を阻害するおそれがあるということから、見

直しております。当初の20％といった大きな削減をしなくても、全体の中ではやっていけるのではな

いかという見通しが立ったということで、今回、９月の時点で見直しをしたというものでございます。 

 それから、使用料の減免でございます。使用料の減免につきましても同じく、全体を見直す中で、

受益者負担の原則というのがありまして、公共施設の維持管理にかかるコストをどの程度、利用者の

方にご負担いただくかという議論はありますけれども、財政健全化という緊急避難的な取組の中にお

いては、これ以上の上乗せ、効果の上乗せというのは見送るような形で見直しをしているということ

になります。 

 前回の市民説明した際に、大体３年をめどに見直しをしますというようなお話もさせていただいて

おります。これは財政健全化とは別に、先ほど申し上げました、どの程度の受益者負担をいただくの

がいいかといったところは、今後も検討は続けていかなければならないというふうに思っております

ので、そういった部分で大体３年めどに定期的に見直しを行っていきたい。その結果、金額、減免基

準とも上がるか下がるかというのはちょっと分かりませんけれども、いずれそういった形で検討は進

めていくということで説明はしているところです。 

 以上です。 

○議長（服部 晃君） 18番 野富男委員。 

○18番（ 野富男君） 指定管理の部分ですが、そうしますと、指定管理ができる規定ですから、必

ずしも指定管理しなくていいと。ですから、なければ直営でというのは当然だと思います。結果がそ

うなったのか分かりませんが、ささらホールの例で言いますと、公募がなかったと。直営でいきます

と。たしか２年後に廃止するということを伺ったんですが、これはケース・バイ・ケースということ

なんですか。それとも、指定管理から公募してなくなった、直営をしなければならなくなったときに、

直営は２年だよということなのか、そうではないと。それぞれの施設の状況によって直営が延びたり、

あるいは状況が悪ければ廃止をと。それはケース・バイ・ケースで財政では考えているという理解を

すればいいのか。 

 私とすれば、ある程度、基本方針があるのかなと思ったものですから、その辺ちょっとお尋ねをし

たいというふうに思います。 

 それと、財政健全化については、枯渇状況から一転して七十何億円の今基金残高があるわけですけ
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れども、取りあえず補助金負担金でちょっと聞きますが、そうしますと、４年度については10％カッ

トはしていない。あるいは５年度についても、15％から20％のカットを求めていないというふうに捉

えてよろしいんでしょうか。お伺いをします。 

 あと、使用料の部分で見ますと、公共施設のそれぞれの使用料を見ますと、その規模によってもあ

りますけれども、かなり頑張ってもらって取っている。これでは言葉悪いですけれども、頂いている

施設と、規模の割には少ないというところがあるんです。ということは、減免基準が本当に適正にさ

れているのかどうかということを考えると、先ほど、財政健全化とはまた別に検討したいというお話

のように私受けましたので、ぜひその辺、現状再度確認していただき、検証していただきながら、今

後の使用料なり減免の基準については再構築していただければいいのかなというふうに思っていまし

たが、その点お伺いをします。 

○委員長（藤田慶則君） 阿部行政経営室主幹。 

○行政経営室主幹（阿部記之君） それでは、指定管理の件から答弁申し上げたいと思います。 

 直営になって、ささらホールの場合は２年直営して廃止というような方針が打ち出されているとい

う部分については、私のほうでも情報、耳にはしているところでございますけれども、全ての施設が

そういうわけではございません。基本的には、公共施設等総合管理計画の個別施設計画に、各施設の

今後の運営をどうしていくという部分の案が示されておりますので、それに従った形。ただ、今回、

ささらホールの場合は、非常に大きな改修をしないと、なかなか個別施設計画に記載がある年度まで

の運営が難しいと、それすら難しいということで、抜本的に見直しをかけたいというようなのが担当

課の意向だというふうに聞いておりますので、ここはケース・バイ・ケースとおっしゃられればその

とおりだとは思いますけれども、基本的には個別施設計画に書いてある部分でもって直営なり指定管

理なりといった方法で管理をしていくのかなというふうに思っております。 

 それから、補助金負担金の関係でございます。令和４年度、５年度の関係ですけれども、令和３年

度に５％の削減をお願いして、各種団体のご理解をいただきながら進めてきたわけですけれども、実

は全部がそういうふうにできたわけではなくて、なかなか活動との絡み、団体の活動と補助金の関係

もあって、一概にそういかなかったところも実際はございました。ですので、少なくとも５％の削減

まではいってほしいということでこちらのほうで各担当課のほうにはお願いをしまして、幾ばくかの

上乗せ、令和４年度はしておりますし、また令和５年度も引き続き、そういった削減にご協力いただ

いているところもあるんですけれども、さらなる上乗せの部分を見直したというふうにご理解いただ

ければと思います。 

 それから、使用料の減免基準でございますけれども、施設によって入ってくる利用料についてばら

ばら感があるというようなことだったかもしれませんけれども、その辺も含めて今後見直しはやって

いくということで、先ほどちょっと私の答弁足りなかったかもしれませんけれども、財政健全化と切

り離してというような意味合いで伝わってしまったのであれば、財政健全化というのは３年間、緊急

的に取り組まなければならないということでして、適正な使用料の設定であったり減免基準の設定と

いうのは、それとはまた別に、以前からもう課題になっている部分ですので、これは今後も続けてい

かなければならないという意図でございます。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 18番 野富男委員。 
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○18番（ 野富男君） 私が言いたかったのは、要は使用料とか負担金は、直接、事業者、市民に係

る部分ですよね。財政的に若干余裕ができたといいますか、当初に比べるとよくなったのであれば、

緊急的な部分においてはあまり削減をしないほうがいいのかなとちょっと思ったものですから、実態

を確認しました。 

 それで、計画の中で、要は当初の計画から見直し、約８億2,000万円減額といいますか下げたわけ

です。ここで私、一番数字が大きくて気になっていたのは市有財産の売却、利活用です。行政として

最大努力するのは、先ほどの使用料等の見直しも大事なんですけれども、公共施設、市有財産をいか

に処分して、財源を確保するかと。当初５億円見ていたのが１億円に後退をする見直しをしたわけな

んですが、この理由をお伺いして終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 阿部行政経営室主幹。 

○行政経営室主幹（阿部記之君） 重点項目の中で、市有財産の利活用という項目があります。確か

に今回、大きい金額を見直したということなんですけれども、その理由といたしましては、当初に設

定した効果額がちょっと過大だった感は確かにございます。今回見直しに当たりまして、３年間の中

できちっと効果額を出すために、実効性があるといいますか、そういった部分、より現実的に効果が

上がる部分というものをちょっと見直しさせていただいたというのが理由になります。それでもって

トータルが足りるかという問題はあるわけですけれども、今回の場合はたまたま、財政見通しを見直

した中で、こういう形で見直しても何とかいけるんじゃないかということになったのが理由というこ

とになります。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） ９番小野優委員。 

○９番（小野 優君） ２点お伺いいたします。 

 １点目が、予算書67ページからの財産管理費について、それから、同じく予算書97ページからの徴

税費についてお伺いいたします。 

 １点目、財産管理費に関してなんですけれども、今も同僚委員の質問にもありましたし、それから

一般質問の際にもありました公共施設の管理計画についての部分でお伺いいたしますけれども、個別

施設計画に関して、今、変更があったケースのお話もありましたし、一般質問の中でも、都度、必要

に応じて見直すというお話がありましたが、具体的に何かしらの基準があるのかどうか、改めてお伺

い。施設計画の見直しについて基準があるのかどうか、お伺いいたします。 

 今のささらのケースのほかにも、例えばこの２月に、地区センター等の個別施設計画が大規模修繕

のスケジュール一部見直しということで改定されておりますので、この見直すタイミングについての

基準をお伺いいたします。 

 それから、徴税費に関してですけれども、１月の全員協議会において、固定資産税の減免における

共有持分者連帯債務の取扱いについてという部分のご説明がありました。その際に、今後、追跡等を

していく上で、人員体制の強化についてのお話があったわけですけれども、人員体制の部分、新年度

予算にどのように反映されているのかお伺いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 阿部行政経営室主幹。 

○行政経営室主幹（阿部記之君） それでは、私のほうから１点目の公共施設等総合管理計画の個別

施設計画の見直しの基準について答弁申し上げたいと思います。 
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 計画の見直しということで今想定しておりますのは、総合計画の見直しの際に、やはりそこはリン

クをさせたいと。あわせて財政見通しともリンクをさせたいというふうに思っております。特に、大

規模改修でありますとか長寿命化などの事業費が伴うようなものについては、総合計画あるいは財政

見通しとリンクをさせる形で見直す必要があるだろうなというふうに思っておりますので、ここをど

ういう手順にしていくかというところはありますけれども、新年度予算の要求に合わせるような形で、

各施設所管課のほうに見直しがきちんとかかるような形でこちらのほうでフレームをつくりまして、

お示しする必要があるのではないかなというふうに思っております。 

 それからもう一つ、施設の存廃に関わる問題です。こちらのほうにつきましては、先ほどのささら

ホールもややそういう話になりつつあるということなんですけれども、そこはやはり随時という形の

見直しにならざるを得ないかなと。住民というか市民の皆様に対しまして説明をして、きちんと合意

を得た上でないとなかなか計画の見直しというのはできないだろうというふうに思っておりますので、

そこはそういった形、随時にならざるを得ないのかなということで、見直しとしましてはこの２つの

やり方を今想定している。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 伊藤税務課長。 

○税務課長（伊藤公好君） それでは私のほうから、２点目の固定資産税の減免に係ります連帯納税

義務者への不適切な事務処理が行われたことに関します人員体制の強化ということのご質問でござい

ます。 

 今現在、１月の全員協議会でもご説明しましたとおり、誤った減免処理で全員分を全て減免してい

たということについて、５年に遡って遡及の課税を行わせていただくというふうなご説明をいたしま

した。今現在もそれにつきまして調査を進めておるところですが、新年度予算のところでは、この問

題が発生した時点がちょっと遅かったものですから、人員の強化の要するに人件費の計上がなされて

おりませんので、今現在、新たに２名の会計年度職員の増加を図るべく、議会最終日の追加の補正で

計上したく、今、関係課と協議をしているというところでございますので、４月から新たにまた２名

の人員を強化して、さらに進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） ９番小野優委員。 

○９番（小野 優君） まず個別施設計画のほうに関してなんですけれども、先ほど、地区センター

の個別のほうを例で言いましたけれども、例えば、今のささらのほかにも、今定例会の条例議案で言

いますと、前沢の児童クラブの統合がありましたし、先週の全員協議会で説明されました後藤伯記念

公民館の供用休止というところが結果的には個別計画の変更につながっていると思うんですけれども、

これは要するに、最初に存廃の話も随時ということでしたが、今ある計画よりも老朽化のペースが早

かったというところが要因ではないかというふうに思われる部分が強いと思うんです。そうすると、

本定例会の中でも示されてきた予防修繕の考え方というのを各所管部署に徹底していただいて、ある

程度定期的に。先ほどは総合計画や財政見通しの見直しに合わせてというお話でしたけれども、少し

時間を、新年度予算要求という部分に関して言うと、ちょっとそれが毎年なのか２年に一遍なのか分

かりませんけれども、定期的なサイクルというのを確立することが大事ではないかと思います。この

点についてお考えをお聞きいたします。 
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 それから、徴税費に関して、人員体制は今後の補正ということで、そこはよく分かりました。一方

で、もちろん税金である以上、取らなきゃいけない、通知しなきゃいけないことはよく分かるんです

が、費用対効果をある程度見定めた上で実施する、通知するという考えも重要なのかなと思うんです。

今回、追跡をかけますし、今回だけではなく、これから、令和５年度以降発生する部分に関しても、

恐らく膨大な人を分析して、追跡調査して発送するということになると思うんですが、その場合、金

額的にある程度、優先順位を決めてからでないと、例えば、サニーですと、共有者が100人単位でい

るというところもありますので、その分の郵送料とかも考えますと、ある程度、優先順位を取り決め

ていかないと、最終的にくたびれ損のというふうになってしまうこともあると思うので、その辺、繰

り返しますが、優先順位というものを決めてから取りかかるべきではないかなと思います。この点に

ついてお伺いいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 阿部行政経営室主幹。 

○行政経営室主幹（阿部記之君） 公共施設の個別施設計画の見直しの部分でございます。 

 確かに今回、前沢の児童クラブの統合でありますとか後藤伯記念公民館の休止といった部分につい

て、個別施設計画にも関わる内容ということになりますが、なかなかどうしてもその取組が、新しい

といいますか、まだ始まったばかりの取組ということもあって、各施設所管課のほうにそういった意

識が徹底していない嫌いがあるというのはこちらのほうでも思っているところですので、今後、必ず

個別施設計画という部分を見直すというところまで含めて考えてほしいというようなことは言ってい

きたいなというふうに思っております。 

 老朽化のペースが早いということで、予防保全を徹底ということでございました。さきの一般質問

でも答弁申し上げたんですけれども、そういった部分、今後徹底していくということで、施設全体量

の縮減をしながら、そういった部分の財源を生み出していくという基本的な考え方でございます。そ

この部分で生み出した財源を使って次年度の予算にどのように反映するか。やはりここは総合計画、

あるいは財政見通しとの兼ね合いになってきますので、来年度の予算要求の時期までには何らかの手

続のフレームは考えなければいけないだろうというふうに思っております。また、施設所管課の数も

多いですので、その辺を庁内で調整しなければならないというふうに思っておりますので、そういっ

た形で進めてまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 伊藤税務課長。 

○税務課長（伊藤公好君） 私のほうから２点目の、費用対効果なども含めた優先順位などを考えた

ほうがいいのではないかということでございます。 

 委員おっしゃるとおり、共有物につきましては、いろいろな過去の経過から、地域の方々が共有物

件となっている土地などが数多くありまして、その際の共有者につきましては100人近い場合もござ

いますし、そういったところはなかなか相続登記がなされていない場合が結構多くありまして、調査

がやっぱり最後には残るんだなというふうに思っております。ですので、通常の共有２名、３名くら

いの取得時において共有として買った土地、家屋、もしくは相続において共有物件となったもの等々、

そういったものをまず全体的には多く含んでございます。そういったところから今調査を開始してい

るところでございますので、新たに４月から２名を強化したいというふうに考えております。費用対

効果も含めて効率的な、そして税の公平性を保つような形で取り組んでまいりたいというふうに考え
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ております。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） ９番小野優委員。 

○９番（小野 優君） 個別計画に関してですけれども、今答弁にもありました担当課に周知徹底と

いう部分で、本当にそうしていただくしかないとは思うんですけれども、新年度の体制におきまして、

現状の行政経営室が移管されるというところで、膨大な施設管理を特定の担当がしっかりと全体像を

把握していくというのは大事だと思いますので、この部分、新年度においてどのような体制で取り組

まれるのかというのを最後お聞きいたします。 

 それから、徴税の部分に関しては、税の公平性を考えた上での効率化というのは本当そのとおりだ

なと思いまして、効率という部分について最後確認したいのが相続登記。今課長からもお話ありまし

たけれども、これが今度、再来年度から登録の義務が発生するというところありますので、空き家対

策だけではなくこういった部分でも相続登記の必要性の周知というのを併せてしていただければなと

思います。その点お伺いして終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 阿部行政経営室主幹。 

○行政経営室主幹（阿部記之君） 個別施設計画の推進に係る令和５年度の推進体制のご質問でござ

いました。 

 今時点でということにはなりますけれども、まず行政経営室が持っている所管事務に関しましては、

令和５年度から総務部のほうで所管することになります。その際にどのような形で公共施設等総合管

理計画の進捗といいますか、推進を担うのかということですけれども、基本的には、今の体制を総務

のほうに異動するというのが基本になります。庁内における公共施設等総合管理計画の推進のために

も、一元的な推進マネジメント体制を取るべきだというのは、令和３年６月議会で総務常任委員会の

ほうで取りまとめられました提言でも頂戴しているところでございまして、私担当といたしましても、

そこは十分理解しているつもりでございます。ただ、一方、どうしても市の経営資源、人、物、金と

いった経営資源との兼ね合いというのが出てまいりますので、その辺のところは調整をしながらとい

うことになります。この部分については今年度も、実は総務課のほうと、令和５年度の体制を協議す

る中で話題としては出させていただいたんですけれども、経営資源のやりくりといったところの部分

では、現体制でまず何とかやるしかないかなということで、そういう形になりそうだということでご

ざいます。いずれそうなれば、今よりもかなり強力に進めることができるかどうかというのはあるん

ですけれども、今も各施設所管課と役割分担をしながら進めさせていただいておりますので、ここは

取組を強化する上でも、より連携を取れるようにして、できる限り計画の推進ということに向かって

いきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 伊藤税務課長。 

○税務課長（伊藤公好君） それでは私のほうからは、委員からお話がございました、令和６年の４

月から法が改正になりまして、相続登記が義務化というふうになります。これにつきましては、法務

局を中心に今、ホームページ等を通じましてＰＲをしてございますけれども、私たち課税する側とし

ましても、この調査を含めて、またいろいろな形で、相続につきましては今度義務化されますという

ふうなところも併せて行ってまいりたいと思いますし、その点につきましては空き家対策等にも関連
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してくると思いますので、空き家対策室とも連携をしながら進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） ほかに質問を予定されている方。 

 では、ここで午後３時40分まで休憩をいたします。 

午後３時22分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午後３時40分 再開 

○委員長（藤田慶則君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、財務部門の質疑を行います。 

 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） 大きく３点について伺います。 

 １件目はインボイスについてであります。 

 先ほど22番委員の答弁でも触れられておりましたけれども、インボイスについては、９月議会の総

務常任委員会所管でインボイスに関する請願審査があったわけですけれども、その中で、財政課の当

局の資料として、インボイス導入に関わる懸念事項というのが出されました。その懸念事項について

３点ほど出されたわけですけれども、１つ目として、インボイス導入のため、請求書等の様式変更、

条例改正、システム改修などが生じる可能性があると。２点目として、公営企業会計は既に納税事業

者になっているが、インボイス導入で特別会計が新たな課税事業者となるのではないかと。３点目は、

地区センター等の指定管理施設について、指定管理者の地区振興会等が課税事業者となっていない場

合が多いので、それについて検討が必要だといったことがありましたが、これについて、その後、新

年度を迎えるに当たってどのように検討あるいは解決されているのか、伺います。 

 大きく２点目は、市税等の滞納差押えについてであります。 

 予算書14ページの市税や固定資産税等の滞納繰越分、あるいは国保会計について、予算書の372ペ

ージに滞納繰越分についてそれぞれあるわけですけども、滞納について、差押え等をどのくらいやら

れているのか、そしてその考え方について伺います。 

 ３点目は、指定管理制度の指定管理料について伺います。指定管理制度は、行政が進めていくより

も民間に任せたほうが市民の公益のためにもよいという考え方の下に制度化されたわけですけれども、

あくまで私どもは行革ありきではないというふうに考えております。その中で、指定管理料がその施

設に勤務する勤務員の人件費等で十分、ワーキングプアにならないような積算になっているのかどう

か、改善されているのかどうかについて伺います。 

○委員長（藤田慶則君） 髙橋財政課長。 

○財政課長（髙橋博幸君） それでは、私のほうからは１件目のインボイスについて、３点あったわ

けですが、１点目と２点目についてお答えいたします。 

 まずは１点目のほうですが、インボイス導入のために請求書等の様式変更、条例改正、システム改

修が生じる可能性があるという懸念事項、提示してございました。こちらについてでございます。前

段のほうのインボイスの関係のご質問あった際に、インボイスを導入する会計といたしましては、一

般会計、バス事業会計、あと介護の介護サービス会計、米里財産区、あとは浄化槽特別会計というこ
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とで、一般会計含めて５つをお話ししていたところでございます。企業会計以外のこれらの会計につ

きましては様式の変更等が必要だと考えてございまして、規則等の改正を考えてございます。ただ、

条例というところまでは考えておらないということでございますし、システムの改修も生じるのでは

ないかということはまだ検討中ということでございます。 

 続きまして、２点目の、公営企業会計は既に課税事業者となっているが、今回インボイス導入する

ことで特別会計が新たに課税事業者となり、毎年、消費税申告しなければならないということでござ

います。先ほどお話ししましたバスと介護と米里財産区、浄化槽、こちらのほうが消費税の申告を行

わなければならないということでございますが、既にバスと浄化槽については消費税申告を行ってお

りますので、新たに生じる部分といたしましては、介護のサービスと米里財産区というふうに考えて

ございます。ただ、この部分につきまして、消費税の関係の分は予算には計上しておりませんので、

その状況に応じて補正等で対応したいと考えているものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 阿部行政経営室主幹。 

○行政経営室主幹（阿部記之君） それでは私からは、１件目の３点目の地区センター等指定管理者

のインボイス対応について、それから３件目の指定管理料の考え方について答弁申し上げたいと思い

ます。 

 初めに、インボイス対応の部分でございます。 

 地区センターの指定管理者となっております各地区振興会をはじめとする指定管理者の皆様に対し

ましては、昨年のお盆明けすぐくらいだったと思いますけれども、各施設担当課を通じまして、イン

ボイスに関する対応について、スケジュールも含めて情報提供差し上げまして、対応を促していたと

いうところでございます。１月の末時点で、一旦うちのほうで各指定管理者のほうに、対応どうです

かということで聞き取りを調査ということで差し上げまして、対象団体が全部で81団体でございまし

たけれども、このうちインボイス対応します、発行しますという判断をした指定管理者が39団体、そ

れから、利用者の中にそういった課税事業者がないので、インボイスは発行しないと判断しましたと

いう指定管理者が29団体、今後対応を検討しますという団体が13団体という結果でございました。た

だ、今後対応を検討すると言っておりました13団体につきましても、インボイス制度そのものの趣旨

でありますとか考え方についてはご理解をいただいておりまして、しかるべき期限、国が示す期限ま

でには、対応をどのようにするかは決断しなければいけないと思っているといったご回答でございま

した。 

 その中で、30地区振興会の状況だけちょっと取り上げてご紹介したいと思います。 

 30地区振興会の中で、インボイスを発行するとした振興会は８振興会でございます。それから、発

行しないという決断をした振興会が15ということで、半分の振興会がしないという結論を出しており

ます。対応未定が７ということでございます。そういった状況になっております。 

 それから、３件目の指定管理料の考え方、特にもその人件費でございます。 

 指定管理料の中でも人件費に係る部分につきましては、令和２年度に一旦整理をさせていただいて

おります。特にも市の会計年度任用職員との開きが生じているといったご指摘も前々からありました

ので、この辺を解消するような形で見直しをしていくというところでございます。あとは、管理者ク

ラスでありますとか事務員・作業員クラスごとに金額を定めまして、指定管理料の積算の際は、この
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金額以上の部分で計算になっているというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 石川納税課長。 

○納税課長（石川栄喜君） それでは、質問の２つ目でございます、滞納に関する件数及び考え方に

ついてご答弁いたします。 

 令和４年12月末現在の滞納の件数について報告いたします。全体では672件、差押え金額ですが、

１億5,200万円ほどというふうになります。令和３年12月末と比較いたしますと、件数では141件の減、

金額については9,800万円ほどの減というふうになってございます。 

 内容的な部分をお話ししますと、不動産が４件785万円、動産が６件1,136万円、あとは債権といい

まして、預貯金とか給与、生命保険等というふうなことでありますが、合わせますと662件１億3,300

万円ほどというふうになりまして、合計で、先ほどお話しした672件１億5,200万円ほどというふうな

金額で行っております。 

 差押えに対する考え方ということでございますが、滞納対策につきましては、新たな滞納を生じさ

せないようにして滞納繰越しの圧縮を行いまして、自主納付を促すということを基本に進めてござい

ます。新たな滞納を発生させないといった部分については、現年度分、課税分でも自主納付を促しま

すし、あとは納期限が到来した税に対しまして、電話とか訪問による催告を行ってございます。催告

につきましては、先ほど電話とか文書とか訪問を行っているということですが、ショートメッセージ

サービスという、通称ＳＭＳという携帯電話を通じてのメッセージの送信を３月の中旬以降に、試験

通話をしながら導入を図っていきたいとしているところでございます。そういったところで目的とし

ましては、滞納者との接触を得るような機会を検討しているということでございます。 

 基本的な取組方については、昨年度と同様の取組というふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） まずインボイスにつきましては、そのような対応をされるということですけ

れども、先ほどの22番委員の質問のときに、一般会計でもたしか登録業者扱いになるというふうに答

弁されたと思うんです。そうなった場合、市の一般会計自体も消費税の納税が発生するのかと思いま

すが、その辺、確認をしたいと思います。 

 それから、振興会等の対応について、数字説明いただきましたけれども、今後、まだ対応を決めて

いないと、今後の対応だという団体が振興会で７団体ほどあるわけですけれども、これについては、

国税当局やあるいは税務署等の説明を聞くと、今年の３月末までということで最初は周知していたけ

れども、９月末まで延ばしても大丈夫だというような情報がありますけれども、その辺については把

握されているのかどうか。そして、そういう点も振興会等を含めた各団体に周知されているのかどう

か伺います。 

 それから、滞納差押えについては、やっぱり債権の数が多いわけですけれども、この数のカウント

の仕方です。例えば国保の場合、８期に分けて納入されているわけですけれども、１期ごとにカウン

トしている、あるいは給料から少額ずつであるとは思うんですけれども差押えている場合に、１年間

差し押さえれば12という件数でカウントされるのか。そういったようなカウントの仕方についてもち

ょっと伺いたいと思います。 
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 それから、指定管理料については、本当にワーキングプア。総務の午前の質問でも明らかになった

んですけれども、全体として報酬、給料が高いとは思えないということがあります。それから、地区

振興会だけで言えば、町の部分、市街地の部分で設置になっている振興会と周辺部の振興会で業務の

量がかなり違うということもありますので、そういった点も考慮されて、業務量が多いようなところ

には人員を増やしてもいいくらいも含めて指定管理料を増やすといったことも必要ではないかなと思

いますが、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（藤田慶則君） 髙橋財政課長。 

○財政課長（髙橋博幸君） それでは、私のほうからインボイスについてお答えいたします。一般会

計の納税がどうかという話でございました。 

 先ほどお話ししましたとおり、一般会計につきましては12月に登録を済んでございます。一般会計

の部分ですが、消費税法のほうで、一般会計の取引の部分については売上げと仕入れを同額とみなす

というふうな定めがありまして、それに基づきまして納税の義務はない。ただ、非課税ではないとい

うことで、登録が必要だというふうな内容になってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 阿部行政経営室主幹。 

○行政経営室主幹（阿部記之君） それでは、インボイスの地区振興会の対応ということで、対応未

定が７団体ということですけれども、当初、国のほうで、３月末までの申請ということを言っていた

わけですけれども、これが９月、今年の９月まで実質的には申請できるようになったといった点でご

ざいます。 

 こちらのほうは、昨年年末の12月23日付で、政府のほうが消費税インボイス制度に関する小規模事

業者の負担軽減措置などを含みます令和５年度税制改正大綱を閣議決定したということで、年明けに

県を通じまして市町村のほうにも連絡が参っております。この情報を私どものほうで要約する形で、

こういった形で消費税のインボイス対応、小規模事業者の負担軽減措置が講じられる予定ですという

ことで、実際は今国会で法律が可決されれば決まるということのようですので、そういうことで閣議

決定をされましたという情報については、既に各指定管理者のほうに、これはインボイス対応するし

ないかかわらず、全ての指定管理者のほうに情報提供させていただいているところでございます。 

 それから、指定管理料の考え方でございます。その報酬が決して高いとは言えないということ、そ

れから、言い方はあれですけれども、地区センターによって業務の忙しいところとそうでないところ

というような見方もされることがあるというようなお話で、その辺の人件費の、あるいは人員の増と

いうものを考えられないかということです。 

 うちのほうで令和２年度に見直しをしましたのは、あくまで人件費算定の基準といいますか、単価

の部分の見直しをしたということで、実際に人員を増するかどうかというのはなかなか、各施設所管

課の考えも確認といいますか、そこがちょっと大きいところがありますけれども、今の段階で地区セ

ンターに関して言えば、地域活動員の賃金については指定管理料ではないということで、地域運営交

付金のほうでの対応だというふうに伺っておりますので、そういったところとの兼ね合いになるのか

なというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 石川納税課長。 
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○納税課長（石川栄喜君） 質問の２つ目でございます。差押えの件数のカウント方法でございます。 

 カウントのほうにつきましては、差押えの通知がまず基本になります。差押えの中に給与とか年金

とかいう場合がございますが、それらを差押えた場合に、滞納している部分がもう完納するまでとい

うふうな文章になってございます。ですので、給与とかいった部分につきましては、完納するまでの

分について１件という形でのカウントというふうな形になります。 

 預貯金の差押えということなんですけれども、こちらのほうでも財産調査をして、これが例えば生

活に関する通帳ではないとか、そういうふうなことが分かったとなったときに差押えを行います。金

融機関のほうに臨場するわけなんですが、そのときにこちらが見込んでいた金額よりも少ないといっ

た部分になりますと、それが無駄足になりますので、金融機関の場合については、１回の臨場に対し

て１件、もう一回行くとすれば、もう１回差押えの通知を出すというふうな形で、預貯金の場合につ

いては、その都度、件数がかさむというふうな形になっております。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） インボイス対応等についてはそのとおりかと思うんですけれども、特にも活

動員の人件費については必ずしも指定管理料だけじゃないということですけれども、結局、運営交付

金の額が多い少ないもどのようにその担当課で予算要求して取るかということはまたその担当課に聞

かなきゃならないわけですけれども、もしそれが少ない、あるいは活動員のために給料を上げたいと

いったときには、その地域の地区民の負担、地区振興会の考えとして地区のいわゆる会費の負担増と

かそういったことも考えないとということもあり得るかもしれませんので、そういったことも勘案し

た上で、指定管理料であるか運営交付金であるかは別にして、あまり地域の人たちに負担をかけない

ような方法も必要かと思います。その点をどなたに伺ったらいいか分からないのですが、回答をお願

いしたいと思います。 

 それから差押えについて、本当に生活に必要なお金は当然ある、給料も含めて、通帳も含めてある

かと思いますので、過度な負担にならないように、差押えにならないようにしていただきたいと思い

まして、改めて伺って終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 羽藤財務部長。 

○財務部長兼行政経営室長兼競馬対策室長（羽藤和文君） 市としましては、各団体のほうに一定の

基準といいますか、目安としてはお示ししております。あと、実際の現状といいますか、どういった

形で行われているかというのは、担当課のほうでも把握しているというふうに認識しておりますので、

今ここでどうのこうのという話にはならないわけですけれども、そういった状況であるということだ

け申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 石川納税課長。 

○納税課長（石川栄喜君） 滞納差押えにつきまして、過度な差押えをしないようにというご意見で

ございます。全くこちらとしても同じように考えてございます。ありがとうございます。 

 こちらとしましても、生活困窮まで徴収というふうなことではなくて、あくまでも、その方々と納

税相談を通じて、その中で出せる、納入できる金額をお互いに話合いをしながら進めていきたいとい

うふうに思っております。 
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 差押えにつきましては、生活に関する経費の部分は差押えできないというふうに地方税法でも決ま

ってございます。給与者のほうに差押え可能額の調査を行う場合がございますが、その部分につきま

してもちゃんと手引きなり、そういった部分をやりながら進めているということでございます。滞納

者の方々と接触できる機会を多く増やしながら、そして自主納付を進めていくということで進めてま

いりたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） 27番今野裕文委員。 

○27番（今野裕文君） 予算書の19、20ページの地方交付税について、気になる点、何点かあります

ので、教えていただければと思います。 

 まず、３年前ですか、交付税の制度そのものをうやむやにしてしまう制度だと思って見ております

が、トップランナー方式による減収が３億円とかあったという説明が以前にありました。これが令和

４年度、それから、今年度予算でどういう状況になっているのか。なくなっているのかも含めてお尋

ねをしたいというふうに思います。 

 もう一点はマイナンバーカードの兼ね合いで、私は別にマイナンバーカード推進の立場ではありま

せんけれども、交付税に算定するということが報道されておりますが、書物を見る限りは今年からな

んですけれども、それらがどういうふうになっているのか。あと、田園都市構想何たらかんたら交付

金の兼ね合いで、一定の率がなければ申請できないというふうに国では説明しているようであります

が、当市において何らかの影響が今出ているのか出ていないのかお尋ねをいたします。 

○委員長（藤田慶則君） 髙橋財政課長。 

○財政課長（髙橋博幸君） それでは、交付税の関係で２点ご質問いただいたと思っております。 

 まず１点目のトップランナー方式ということでございます。 

 こちらにつきましては、まず交付税の基本的な考え方。普通交付税につきましては、全国の自治体

が一定のサービスを維持できるようにということで、どちらかといえば平均的な単価を使うというの

が一般的な考え方でございます。このトップランナー方式でございますが、平成28年度から始まった

ものでございまして、歳出の効率化を推進する観点からということで始まったものです。一律の単価、

平均的な単価というよりも、庁舎の清掃であったり夜間警備であったりというところで、業者に委託

して効率化を図っているところの単価を用いるトップランナー、経費が低いところを用いるというや

り方でございます。 

 こちらにつきましては、平成28年度から段階的に、５年とか３年とか項目がいろいろ20項目以上あ

るわけでございますが、そういったものを単価に反映してきたというものでございます。 

 ちょっと直接的な数字のほうは捉えてございませんが、これまでの平成28年度からの交付税の増減

を見てみますと、大きなという意味で影響はなかったのかなというふうに考えているものでございま

す。 

 続きまして、２点目のマイナンバーカードの関係でございます。 

 マイナンバーカードの利活用ということで、交付税のほうが減らされるのではないかというような

議論があったということも承知してございます。国のほうから発表がございまして、全団体の基準財

政需要額が増えるとともに、交付税のほうの額が全体が増えてございますので、今回のマイナンバー

カードの影響は、その減という意味ではないというふうに聞いているものでございます。 
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 具体的な部分でございますが、交付税の算定の中で、地域のデジタル社会の推進を図るための経費

というのがありまして、そこの経費に、マイナンバーカードの利活用が高いところ、上位の３分の１

の市町村という意味ですが、500億円増額されております。それじゃない市町村は減らないというこ

とになりますが、その上位の３分の１については、そういった意味では増えるというような格好にな

っているというものでございます。 

 あと、デジタルの関係ですと、デジタル戦略室のほうの関係の予算となりますので、そちらでとな

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 27番今野裕文委員。 

○27番（今野裕文君） 今説明いただいたのは私の手元にもあるんですけれども、そうすると、実態

は分からないということになるのですか。マイナンバーカードについては。 

○委員長（藤田慶則君） 髙橋財政課長。 

○財政課長（髙橋博幸君） マイナンバーカードの関係につきましては、令和５年、今度の予算から

交付税の影響になるというものでございまして、その具体的な数字というのは手元にございません。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） ほかにございませんか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（藤田慶則君） 以上で財務部分に係る質疑を終わります。 

 説明者入替えのため、暫時休憩いたします。 

午後４時11分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午後４時13分 再開 

○委員長（藤田慶則君） 再開いたします。 

 次に、会計課等に係る令和５年度予算の審査を行います。 

 予算の関係部分の概要説明を求めますが、質問は、会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局及

び監査委員事務局の概要説明の終了後に一括して行います。 

 それでは、概要説明を求めます。 

 初めに、高橋会計管理者。 

○会計管理者（高橋寿幸君） よろしくお願いします。 

 それでは、会計課が所管いたします令和５年度一般会計の歳入歳出予算の概要について、予算書に

よりご説明いたします。 

 初めに、会計課所管事務の取組についてでございます。 

 会計課の主要な業務は、適正な会計事務の執行を図るため、公金の安全・確実な保管及び出納並び

に各課等で起票した支出命令等の伝票が予算及び関係法令等に適合しているか審査を行うことであり

ます。特にも、出納事務を正確かつ迅速に処理を行う上で、支払い遅延等発生の原因となる不適切な

会計事務はあってはならないことであり、その発生防止は、全庁を挙げて取り組むべき、重要かつ継

続的課題と捉えております。 

 不適切な事由が発生した場合は、その内容を検証し、再発防止策を講じて対処することはもちろん
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のこと、当課が伝票起票に係る注意点や誤りの起きやすい事例について、庁内への周知徹底と適切な

指示を行う役割を担っていることを認識し、引き続き会計事務の適正化に努めてまいります。 

 また、会計事務を支援するためのマニュアルを策定し、全職員が活用できる環境を整備しておりま

すが、継続的な見直し、特にも、来年度は財務会計システムが更新されますので、バージョンアップ

を図っていくほか、随時、注意喚起を行い、職員の会計事務に関する知識の向上を図ってまいりたい

と考えております。 

 引き続き、これらの対策について継続・徹底を図り、適正な会計事務の遂行に取り組んでまいりま

す。 

 それでは、当課に係ります令和５年度予算の主なものについてご説明を申し上げます。 

 最初に、歳入についてご説明いたします。 

 予算書をご覧いただきたいと思います。43ページ、44ページをご覧ください。 

 21款２項１目１節市預金利子67万4,000円は、歳計現金の運用によります定期預金利子を見込んだ

ものでございます。 

 続きまして、45、46ページをご覧ください。 

 21款５項３目１節県収入証紙等取扱手数料100万2,000円ですが、内訳は、県収入証紙取扱手数料が

75万2,000円、収入印紙取扱手数料が25万円となっております。 

 続きまして、歳出についてご説明いたします。 

 67、68ページをご覧ください。２款１項４目会計管理費、会計事務経費の総額は1,387万8,000円で

ございます。 

 68ページの10節需用費のうち印刷製本費63万6,000円は、市歳入歳出決算書、納付書等の印刷費で

ございます。 

 11節役務費のうち通信運搬費320万9,000円は、公金出納事務に係る伝送システム回線使用料、手数

料960万2,000円は、指定金融機関及び収納代理金融機関の公金事務取扱いに係る手数料でございます。

保険料22万2,000円は、全国市長会公金総合保険の保険料分担金でございます。 

 最後に、飛びますが、347、348ページをご覧ください。 

 12款１項２目利子の22節償還金利子及び割引料のうち一時借入金利子37万2,000円は、歳計現金の

一時的な資金不足を補うため、借入金等に生じる利子を見込んでおります。 

 以上が会計課所管に係る令和５年度の予算の概要であります。よろしくご審議のほどお願い申し上

げまして説明を終わります。 

○議長（服部 晃君） 次に、佐々木議会事務局長。 

○議会事務局長（佐々木紳了君） それでは、議会事務局が所管いたします令和５年度一般会計の歳

入歳出予算の概要について、主なものをご説明いたします。 

 初めに、議会事務局の所管事務における現状と課題認識についてでございます。 

 時代の変化に伴い、住民ニーズや地域課題が多様化、複雑化する中にあって、自治体運営における

地方議会の果たすべき役割はますます重要性が増しております。これを踏まえ、奥州市議会において

も、議員の皆様ご承知のとおり、開かれた議会の推進、委員会活動の充実化など、議会活動の活性化

に鋭意取り組んでまいりました。 

 このような中、令和４年度は、議会改革度調査2021総合ランキングにおいて全国３位の評価を受け
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たほか、第17回マニフェスト大賞において議会改革賞部門で優秀賞を受賞するなど、これまでの議会

改革の取組が高く評価された年でありました。 

 ６月議会では、議会における公聴機能の充実強化を図るとともに、広報機能と一体的な取組を推進

するため、議会広報委員会を議会広聴広報委員会に改めました。９月議会では、令和３年度決算認定

に係る政策提言に関する附帯決議を議決して、決算と予算審査を連動させる新たな政策提言サイクル

を導入いたしました。また、市民の声を直接かつ広く聞き、これを市政や政策に反映させるため、コ

ロナ禍により令和３年度は開催を見送っていた市民と議員の懇談会を全ての常任委員会で開催いたし

ました。 

 令和５年度は、政策提言サイクルの定着化をより一層進めるとともに、前回の市議会議員選挙にお

いて初の無投票となったことを受け、議員の成り手不足に係る調査研究とその対策に取り組んでいく

ことが議会としての重点的な課題であると認識しております。 

 当議会事務局といたしましても、時代の変化に対応しながら、市民に開かれ、信頼される議会の実

現を目指すため、議員の皆様と共通認識を高め、議会の課題解決が図られるよう、チーム奥州市議会

の一員として全力で取り組んでまいります。 

 以上のような現状認識を踏まえ、令和５年度奥州市一般会計予算のうち議会費について説明をいた

します。 

 予算書の53、54ページをお開きください。 

 令和５年度の議会費は、総額で２億8,426万8,000円、前年度と比較して282万2,000円の増となって

おります。 

 細目01議員報酬等は、議員の報酬と期末手当などで１億9,946万6,000円であります。 

 細目02一般職給与費は、事務局職員の給与、手当などで5,025万6,000円であります。 

 細目03議会事務経費は3,454万6,000円であります。 

 その主な内訳でありますが、８節旅費は、各種会議出席等のための議員の費用弁償のほか職員の普

通旅費として、合わせて860万3,000円であります。９節交際費は、議長交際費として80万円でありま

す。12節委託料は、会議録作成業務、議会運営システムの保守管理等業務、市議会だより編集発行業

務などの委託料として1,813万9,000円であります。13節使用料及び賃借料は、議長車の借上料などで

106万7,000円であります。 

 55、56ページをお開きください。 

 18節負担金、補助及び交付金は、市議会議長会等の負担金や議員の政務活動費交付金などで510万

4,000円であります。 

 以上が議会費に係る令和５年度の予算の概要であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げま

して、説明を終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 次に、高橋選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（高橋広和君） それでは、選挙管理委員会が所管いたします令和５年度

一般会計の歳入歳出予算の概要について、予算書及び主要施策の概要により主なものをご説明いたし

ます。 

 最初に、選挙管理委員会における現状と課題についてであります。 

 選挙管理委員会は、国や都道府県、市区町村の選挙が公正に行われるよう、選挙に関する事務を管
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理しており、投票及び開票に係る事務、選挙人名簿の調製、選挙啓発事業等を行っております。 

 令和３年５月に奥州市投票区再編計画を策定し、投票区を83か所から42か所とし、商業施設への期

日前投票所の増設、臨時期日前投票所の開設、移動困難者を対象とした移動支援を実施した上で、令

和４年３月の市長及び市議会議員選挙から適用したところであります。 

 令和５年度は、岩手県知事及び岩手県議会議員選挙が執行される予定となっております。前回の岩

手県知事選挙の当市の投票率は60.64％、令和４年３月執行の市長選挙の投票率は56.65％となってお

り、全国的な傾向と同様に、投票率の低下が課題となっております。選挙啓発事業の実施、投票環境

の向上のための施策の実施などにより、投票率の向上に努めてまいります。 

 以上の現状を踏まえ、令和５年度において当選挙管理委員会が重点的に取り組む施策や事業のうち、

主なものをご説明いたします。 

 主要施策の概要21ページをお開きください。 

 選挙管理委員会事務経費でありますが、選挙管理委員への報酬、システム運用経費、在外選挙事務

費で1,002万6,000円を計上しております。 

 続きまして、予算書の105ページから108ページをお開きください。 

 岩手県知事及び岩手県議会議員選挙費は、令和５年９月10日任期満了となる岩手県知事及び岩手県

議会議員の選挙費で、選挙事務従事職員の時間外勤務手当で1,879万4,000円、同選挙事務経費は、投

票管理者や開票管理者、投票立会人等の報酬、入場券の郵送料、ポスター掲示場設置・撤去業務委託

料等で4,362万7,000円であります。 

 以上が選挙管理委員会の所管に係ます令和５年度の予算の概要であります。よろしくご審議のほど

お願い申し上げまして、説明を終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 次に、小野寺監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長（小野寺正行君） それでは、監査委員事務局が所管いたします令和５年度一般

会計の予算の概要について、予算書により主なものをご説明いたします。 

 最初に、監査委員事務局所管事務における現状と課題認識についてであります。 

 監査委員は、市の事務の管理及び執行が法令、条例等に適合し、正確で経済的、効率的かつ効果的

に実施されることを確保し、もって市民の福祉の増進と市政への信頼確保に資することを目的として、

毎年度策定する監査計画に基づき、定期監査、例月現金出納検査、決算審査などを実施しております。 

 定期監査等の結果につきましては、公表するとともに議会定例会においても報告しているところで

ございます。庶務担当者会議の実施や各種事務に係るマニュアルの整備などにより、監査の結果がお

おむね良好となる留意改善を要する事務処理の不備は確実に減ってきているものと認識しております

が、財務事務の中でも特に契約事務、服務事務及び財産管理事務の軽易な誤りが依然として多いのが

現状です。引き続き、関係する部署と連携し、庶務担当者会議などの機会に注意喚起していただくと

ともに、各課でのチェック体制を強化していただき、財務事務の適正化を図ってまいります。 

 それでは、監査委員事務局に係る令和５年度予算についてご説明申し上げます。 

 なお、当事務局は歳入がないため、歳出のみの説明となります。 

 予算書109、110ページをご覧願います。 

 ２款総務費、６項監査委員費、１目監査委員費でありますが、予算総額は3,955万8,000円を計上し

ております。 
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 説明欄の01一般職給与費は、監査委員の業務を補助する事務局職員４名の給与費で、3,443万9,000

円を計上しております。 

 02監査事務経費は、111、112ページに移りますが、１節報酬は、監査委員３名の報酬で452万4,000

円。 

 ８節旅費は、監査委員の監査業務、研修に係る費用弁償及び事務局職員の研修旅費等で25万8,000

円。 

 ９節交際費は、慶弔等に係る交際費で5,000円。 

 10節需用費は、業務に必要な加除式書籍の追録、及び決算審査意見書作成等に係る消耗品費で12万

2,000円。 

 18節負担金、補助及び交付金は、全国、東北及び岩手県都市監査委員会に係る会費８万7,000円と、

研修会等の会議出席負担金12万3,000円の総額511万9,000円を計上しております。 

 以上が監査委員事務局所管に係ります令和５年度の予算の概要であります。よろしく審議のほどお

願い申し上げまして、説明を終わります。 

○委員長（藤田慶則君） 執行部側にお願いいたします。 

 答弁する方は、委員長と声をかけて挙手していただき、委員長が指名してから発言願います。 

 これより質疑に入ります。 

 22番阿部加代子委員。 

○22番（阿部加代子君） 予算書の106ページから107ページにあります選挙管理委員会事務局に質問

させていただきます。 

 106ページにあります選挙啓発事務経費及び選挙事務経費に関連してお伺いをしたいと思います。

選挙に関連いたしまして投票所についてお伺いしたいというふうに思います。 

 高齢者、障がいのある方々が投票しやすい環境づくりということが求められておりますけれども、

市選管としてどのような対応を考えられているのかお伺いしたいというふうに思います。 

 例えば、候補者の名前を忘れないためにメモを投票所に持ち込むということに関しましていいのか

悪いのかということでよく問合せがありますけれども、これらについて、市選管としていいのだよと

いうことをしっかりＰＲしていただければと思いますし、また障がいや病気、けが等によりまして、

うまく投票用紙に記入ができないという方もおられますので、代理投票もできますよというようなＰ

Ｒ、また、１人では投票所に行くのが大変心配であるということで、付添いや手助けが必要な方々が

おられますけれども、どこまで付き添ってよいのかとか、そういう投票する際の不安を払拭するよう

なＰＲ、周知をお願いしたいというふうに思います。市選管としてどのように取り組まれるのかお伺

いしたいというふうに思います。 

○委員長（藤田慶則君） 佐賀選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（佐賀克也君） 阿部委員のご質問にお答え申し上げます。 

 障がい者が投票しやすい環境づくりということでのご質問だったと思います。 

 まず、メモの持込みについてでございますけれども、投票される方ご本人が忘れないようにするた

めに、そういったメモを持ち込むことは認められております。 

 それから、代理投票でございますけれども、自分で字を書けない場合、本人から投票管理者に申し

出ることによって、代理で記載してもらうということもできます。 
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 これらのことにつきましては、まだ周知が不十分な点がございますので、その辺の周知をこれから、

選挙前の広報とか、あるいはもしできれば入場券に記載するとか、そういった周知に努めてまいりた

いと思います。 

 それから、付添いのご質問がございました。投票所での付添いについては、基本的には投票者本人

だけが入るのが原則なわけですけれども、投票管理者が介護のため必要だということを判断した場合

には、付添いの方の入場を認めております。これらのことについても、広報できちんと周知に努めて

まいりたいと思います。 

 そういった障がいのある方、あるいは投票することに何か不安、あるいは何か忘れ物、入場券を忘

れたとかそういったこともありますので、投票所の環境のためにも、国のほうからもいろいろ指導が

あるわけですけれども、コミュニケーションボードというのを今度の選挙から活用してみたいという

ことで今準備を進めているところです。 

 参考までに、代理投票をどれくらいの方がやられているかということの数字をちょっとお知らせし

たいと思いますが、令和３年10月の衆議院選挙のときには149人の方、それから、昨年の市長選挙の

ときには144人の方、参議院の選挙のときには195人の方が期日前投票所、あるいは当日投票所で代理

投票されております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤田慶則君） 22番阿部加代子委員。 

○22番（阿部加代子君） ありがとうございます。 

 例えば市民から要望がよくありますのは、車椅子の配備が足りなかったりとか、あとは、高齢にな

ったりとかまた障がいがあると、スリッパに履き替えるのが大変だというようなご意見もございます

ので、その辺のバリアフリー化。また、投票所には今お子さんも連れてっていい、ベビーカーも入場

いいというふうになっていますので、そのバリアフリー化に関しましても取り組んでいただければと

いうふうに思います。この点についてお伺いしたいと思います。 

 また、郵便投票でありますとか病院や施設でも投票ができるということもありますので、そういう

投票に関する疑問とか、ぜひＰＲ、周知を進めていただいて、市民の皆様の投票に関する不安を払拭

していただければというふうに思います。 

 コミュニケーションボードでございますけれども、代理投票のときに、この方にしますかというこ

とでうなずくとか指で指すとか、そういう形になってくるんだというふうに思います。あまり大きな

声でこの人ということは言えないので、その辺の配慮が必要になってくるんだというふうに思います

けれども、市民は、投票に行くと、じいーっと見られているので、とても緊張して、自分が誰を書く

んだったっけとか動揺してしまって、なかなか投票がうまくいかないから行きたくないというような

お声もありますし、また障がいを持っている方は初めてのところに行くことを大変ためらうというよ

うな声もございますので、投票しやすい環境づくりに努めていただければというふうに思います。も

う一度お伺いしております。 

○委員長（藤田慶則君） 佐賀選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（佐賀克也君） 投票所のバリアフリーについてご質問ございましたので、

お答え申し上げます。 

 バリアフリーといいますと、車椅子とか、あるいはお話ありました土足の関係とか、あるいはスロ
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ープの設置とか、そういったことが言われるわけですけれども、今現在の市内42か所の投票所のそれ

らのことについてちょっと説明したいと思います。土足可能な施設は20か所です。それから、土足じ

ゃなくて履き替えて投票していただいているところが22か所、車椅子の配置は38か所、配置がないと

ころが４か所、スロープの設置が34か所、設置なしが８か所と、こういう状況になっているわけです

けれども、まず車椅子については、全ての投票所に設置するように令和５年度の予算要求しておりま

すので、これは100％設置になります。 

 それから、スロープについては、８か所ほどないところがあるわけですけれども、どうしても構造

上の問題でなかなか難しい部分がございます。 

 それから、土足の関係ですけれども、これについては施設管理者との協議とか何かが必要で、なか

なか進んでいないところです。いずれ、選挙人が気安くという言い方はおかしいんですけれども、安

心して投票できるような管理環境づくりには今後も努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） ほかにございませんか。 

 ８番東隆司委員。 

○８番（東 隆司君） 会計管理者に３点お伺いいたします。 

 １点目は支払い遅延の実態についてでございますが、令和４年度においてこういう事案があったの

かどうか。仮にあった場合には、市に何らかの費用負担が発生したのかどうかお伺いいたします。 

 あわせて、令和５年度予算には支払い遅延はあってはならない、そういうことを防止するという先

ほどの管理者からのお話、全くそのとおりでございますけれども、仮にあった場合ということに備え

るための整理科目的な予算というのはあるのかないのか、ちょっと私見つけられませんでしたので、

その点についてお伺いいたします。 

 ２点目は、予算書68ページでございますけれども、役務費の手数料960万2,000円でございます。昨

今の金融機関の経営状況等の関係から、手数料は一般的には増加のほうに向かっているのかなという

ふうに考えておるところでございますが、その実態について、令和４年度と５年度と比較して、どの

程度増えたのかどうか、横ばいなのかどうか。それから、この削減する努力についてはどのようにな

さっておられるのかお伺いいたします。 

 ３点目は、予算書348ページの一時借入金利子の部分でございます。これにつきましても、今年度

の４年度には一時借入れの実態はあったのかどうか。あった場合については、経費がどのくらいかか

ったのかということなんですが、基本的には一時借入れを起こさないほうがいいということだと思う

んですけれども、その基本的な考え方、各課への指示といいますか要請の部分についてもお聞かせい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（藤田慶則君） 高橋会計管理者。 

○会計管理者（高橋寿幸君） ただいま４点ご質問いただきました。 

 まず１点目は、支払い遅延の実態ということでございました。 

 これにつきましては、令和４年度も発生してございます。今のところ上半期のデータということで

ご勘弁いただきたいと思いますが、上半期で６件でございます。対前年上半期で比較しますと、２件

ほど減少にはなっております。ただ、いずれ業者さんにはご迷惑をおかけしているということで、こ

ちらについても定例的に、部長級の会議等で起こさないようにということで、事例をお伝えしながら
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対策ということで常々お願いしているところでございます。また、費用負担については今のところ発

生していないという状況でございます。 

 続いて２点目ですが、支払い遅延あった場合の予算はというところで、こちらについては、予算上

は計上しておりません。 

 それから、事務手数料の関係でございました。実態として、昨年度に比べまして320万円ほど増加

してございます。内容は、金融機関等への支払いデータの送金に当たりまして、現在使っているＮＴ

ＴのＩＳＤＮ回線が来年の１月で終了するということで、その後継の回線ということで、市内の指定

金融機関、あとは７つの収納代理金融機関で、収納あるいは支払いの段階で、単価、例えば１件当た

り２円とか３円とか、そういった手数料が新たに発生するということで、その経費が増額になってご

ざいます。 

 また、支払い件数、収納件数については、年々、多少ではございますが、件数としては全体的に減

少傾向になってございます。これにつきましても、できるだけ経費を抑えるという考え方から見まし

て、例えば債権者が同じ方にはまとめて１本で支払い、口座振込するでありますとか、あとは、紙の

納付書払いを口座振替に切り替えるといったことで、若干ではございますが、昨年度、通信運搬費、

いわゆる電話料等、従来紙での納付であったものを口座振替に切り替えまして、年間２万円弱ではご

ざいますが、そういったところの見直しは行ってございます。 

 それとあと、振り込み、債権者の方々の口座、特に個人の方々の口座がそうなんですけれども、死

亡等によって口座が変わっている場合もございます。そうしたときに、お亡くなりになる前のデータ

に振り込むとエラーが発生し、その修正で若干組み戻しという操作が伴いまして、１件当たり880円

かかるんです。そういった件数も数十件毎年ありますので、そこら辺はやむを得ない事由ではあるん

ですが、できるだけ抑えるようにそれぞれの担当部署にはお願いしているところでございます。 

 それから、最後の一時借入金利子の件でございます。令和４年度については今のところ発生してお

りません。こちらも、委員おっしゃられたように、できるだけないほうがいいというのはそのとおり

でございまして、一時借入金利子、今ですと年利で0.45％ぐらいなんです。それに比較しますと、市

が定期預金で預け入れる利子が0.002ということで、100倍以上の差があります。定期預金で１年間預

けたとしても、一借の利子が１日で吹っ飛んでしまうというような状況もございますので、そういっ

たところは、一借発生しないように、ある程度支払い準備金として手元に押さえておきながら、資金

をやりくりしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（藤田慶則君） よろしいですか。 

 そのほかございませんか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（藤田慶則君） 以上で会計課等に係る質疑を終わります。 

 本日の会議はこれをもって散会いたします。 

 次の会議は２月28日午前10時から開くことにいたします。 

 ご苦労さまでした。 

午後４時50分 散会 

 


